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研究者養成制度の変遷 

 
 
昭和３４年度 奨励研究員制度の創設 
   「基礎科学の研究体制確立について」 
   （昭和３２年１月の日本学術会議要望） 
 
  特定領域奨励研究員制度  （昭和５０年度） 
  大学院博士課程奨励研究員制度  （昭和５１年度） 
  奨励研究員（特定分野）  （昭和５５年度） 
 

－－－－－－奨励研究員制度は昭和６０年度をもって廃止－－－－－－ 
 
 
昭和５９年度 特別研究員（がん）制度の創設 
   「対がん１０カ年総合戦略」 
   （昭和５８年６月７日がん対策関係閣僚会議決定） 
   ・重点課題の研究の進展を図り、優秀な若手研究者を育成する。 
   「がん研究の今後の推進方策について」 
   （平成５年７月２８日文部省学術審議会建議） 
 

－－－平成１３年度以降の特別研究員（がん）の新規募集は中止－－－  
 
 
昭和６０年度 特別研究員制度の創設 
   「学術研究体制の改善のための基本的施策について」 
   （昭和５９年２月６日文部省学術審議会答申） 
   ・優れた若手研究者の養成・確保 
   ・大学院博士課程在学者の取扱い 
 
  ○ 特別研究員（新プロ）の新設   （平成２年度） 
     「学術研究振興のための新たな方策について 
      －学術の新しい展開のためのプログラム－」 
     （平成元年７月文部省学術審議会建議） 
       ○ 特別研究員（学術創成研究費）      （平成１３年度） 
 
 
 



 
 
 
 
  特別研究員－ＤＣ１の採用開始  （平成３年度） 
   「特別研究員制度の改善充実について 
    －若手研究者の養成・確保のために－」 
   （平成２年７月３１日文部省学術審議会建議） 
 
  ○ 特別研究員（ＣＯＥ）の新設          （平成７年度） 
    「卓越した研究拠点（ ＣＯＥ ）の推進について」 
    （平成６年７月文部省学術審議会中間まとめ） 
 
       ○ 特別研究員（ミレニアム）の新設     （平成１２年度） 
         「大学等におけるバイオサイエンス研究の推進について」 
         （平成１２年２月１日文部省学術審議会建議） 
 
  特別研究員－ＳＰＤ制度の創設   （平成１４年度） 
   「今後の特別研究員事業の在り方について」 
   （平成１３年８月１６日特別研究員制度の在り方に 
         関する検討委員会提案） 
 
       ○ 特別研究員（２１世紀 COE プログラム）の新設（平成１５年度） 
         「世界トップレベルの研究者の養成を目指して」 
         （平成１４年７月１９日科学技術・学術審議会人材委員会 
          第一次提言） 
       ○ 特別研究員（グローバル COE プログラム）    （平成１９年度） 
 

   特別研究員－ＲＰＤ制度の創設   （平成１８年度） 
   「科学技術に関する基本政策について」に対する答申 
   （平成１７年１２月２７日総合科学技術会議答申） 
 
 



特別研究員制度の概要 

 

 

１． 趣旨 

 優れた若手研究者に、その研究生活の初期において、自由な発想のもとに主体的に研究

課題等を選びながら研究に専念する機会を与えることは、我が国の学術研究の将来を担う

創造性に富んだ研究者を育成する上で極めて重要なことである。 

 このため、独立行政法人日本学術振興会は、大学院博士課程在学者及び大学院博士課程

修了者等で、優れた研究能力を有し、大学その他の研究機関で研究に専念することを希望

する者を「特別研究員」に採用し、研究奨励金を支給する。 

 また、世界の最高水準の研究能力を有する若手研究者を養成・確保する観点から、審査

により、特に優れた大学院博士課程修了者等を特別研究員-SPD として採用し、研究奨励

金を支給する。  

 加えて、学術研究分野における男女共同参画を推進する観点も踏まえ、優れた若手研究

者が出産・育児による研究中断後に円滑に研究現場に復帰する環境を整備するため、大学

院博士課程修了者等を特別研究員-RPD として採用し、研究奨励金を支給する。 

 本募集は、採用後、我が国の大学、短期大学、大学共同利用機関、高等専門学校、国公

立試験研究機関等、学術研究・研究開発活動を行う独立行政法人、特殊法人、政府出資法

人、一般財団法人、一般社団法人又は民間研究機関（大学の連携大学院の相手方として教育

研究実績を上げている機関の他、若手研究者養成に適切であると本会が認めた機関）において研

究に従事する者を対象とする。 

 

２． 対象分野 

 人文・社会科学及び自然科学の全分野 

 

３． 申請資格（平成２２年度採用分の場合） 

 （１）特別研究員-DC１（大学院博士課程在学者） 
年 齢 平成２２年４月１日現在 

① ３年制又は５年一貫制の博士課程在学者：３４歳未満 
② 医学、歯学又は獣医学を履修する４年制の博士課程在学者（次の③、④を除く）：３５歳

未満 

③ 法律（医師法（平成１２年の法改正前）、歯科医師法又は獣医師法）に定める臨床研修

を修了した者で、医学（次の④を除く）、歯学又は獣医学を履修する４年制の博士課程在

学者：３６歳未満 

④ 医師法（平成１２年の改正法）により義務付けられた２年以上の臨床研修を修了した者

で、医学を履修する４年制の博士課程在学者：３７歳未満 



在学年次 平成２２年４月１日現在、我が国の大学院博士課程に在学し、次のいずれかに該当する者

（外国人も含む） 
① 区分制の博士課程後期第１年次に在学する者 
② 一貫制の博士課程第３年次に在学する者 
③ 後期３年の課程のみの博士課程第１年次に在学する者 
④ 医学、歯学又は獣医学系の４年制の博士課程第２年次に在学する者 

※ ①～③において、平成２２年４月に博士課程後期等に進学する予定の者を含む 

  
（２）特別研究員-DC２（大学院博士課程在学者） 

年 齢 平成２２年４月１日現在 
① ３年制又は５年一貫制の博士課程在学者：３４歳未満 

② 医学、歯学又は獣医学を履修する４年制の博士課程在学者（次の③、④を除く）：３５歳

未満 

③ 法律（医師法（平成１２年の法改正前）、歯科医師法又は獣医師法）に定める臨床研修

を修了した者で、医学（次の④を除く）、歯学又は獣医学を履修する４年制の博士課程在

学者：３６歳未満 

④ 医師法（平成１２年の改正法）により義務付けられた２年以上の臨床研修を修了した者

で、医学を履修する４年制の博士課程在学者：３７歳未満 

在学年次 平成２２年４月１日現在、我が国の大学院博士課程に在学し、次のいずれかに該当する者

（外国人も含む） 
① 区分制の博士課程後期第２年次以上の年次に在学する者 
② 一貫制の博士課程第４年次以上の年次に在学する者 
③ 後期３年の課程のみの博士課程第２年次以上の年次に在学する者 
④ 医学、歯学又は獣医学系の４年制の博士課程第３年次以上の年次に在学する者 

      
（３）特別研究員-PD（大学院博士課程修了者等） 

年 齢 平成２２年４月１日現在 
① ３年制又は５年一貫制の博士課程修了者：３４歳未満 

② 医学、歯学又は獣医学を履修する４年制の博士課程修了者（次の③、④を除く）：３５歳

未満 

③ 法律（医師法（平成１２年の法改正前）、歯科医師法又は獣医師法）に定める臨床研修

を修了した者で、医学（次の④を除く）、歯学又は獣医学を履修する４年制の博士課程修

了者：３６歳未満 

④ 医師法（平成１２年の改正法）により義務付けられた２年以上の臨床研修を修了した者

で、医学を履修する４年制の博士課程修了者：３７歳未満 

学 位 次のいずれかに該当する者 
① 平成２２年４月１日現在、博士の学位を取得後５年未満の者（平成１７年４月２日以降

に学位を取得した者。申請時においては、見込みでも良い。）。ただし、人文学又は社会科

学の分野にあっては、我が国の大学院博士課程に標準修業年限以上在学し、平成２２年

３月３１日までに所定の単位を修得の上退学した者で、博士の学位を取得した者に相当す

る能力を有すると認められる者を含む。 
② 平成２２年４月１日において博士の学位を取得する見込みがなく、博士課程に標準修業

年限を超えて在学することになる者（ただし採用は、特別研究員-DC2 となるので、特別研

究員採用経験者は採用されない。） 
研究従事 

機関 
採用時、研究に従事する研究室が大学院在学当時の所属研究室（出身研究室）以外の

研究室であること。 
※ 特別研究員等審査会の判定により大学院在学当時の所属研究室を例外的に認めることがあるの

で、その場合は理由書（様式別紙）を添付すること。 
国 籍 日本国籍を持つ者、又は我が国に永住を許可されている外国人。 



（４）特別研究員-SPD（大学院博士課程修了者） 
 採用区分にある特別研究員-SPD については、平成２２年度募集において特別研究員-PD に上位で合格し、

次の要件を満たす者の中から、特に優れたものを採用する。 

・ 平成２２年４月１日現在、博士の学位を取得している者。 

・ 採用時、大学院在学当時の所属研究機関（大学等）以外の研究機関（大学等）を研究従事機関として選定

する者。 

 

（５）特別研究員-RPD（大学院博士課程修了者等） 
年 齢 制限なし 
学 位 博士の学位を取得している者、又は平成２２年４月１日までに博士の学位を取得する見込み

の者。ただし、人文学又は社会科学の分野にあっては、我が国の大学院博士課程に標準修

業年限以上在学し、平成２２年３月３１日までに所定の単位を修得の上退学した者（見込み

の者を含む。）で、博士の学位を取得した者に相当する能力を有すると認められる者も含む。 

研究従事 
機関 

採用時、研究に従事する研究室が大学院在学当時の所属研究室（出身研究室）以外の

研究室であることを推奨する。 
研究中断 平成２１年４月１日から遡って過去５年以内に、出産又は子の養育のため、概ね３ヶ月以上や

むを得ず研究活動を中断した者。 
国 籍 日本国籍を持つ者、又は我が国に永住を許可されている外国人。 

 

４．主要な審査方針 

 （ＤＣ、ＰＤ、ＲＰＤ） 

・ 学術の将来を担う優れた研究者となることが十分期待できること。 

・ 研究業績が優れており、研究計画を遂行できる能力及び準備状況が示されていること。 

・ 研究計画が具体的であり、優れていること。 

・ 特別研究員-ＰＤについては、特段の理由がある場合を除き、大学院在学当時の所属研究室（出身研究

室）を受入研究室に選定する者は採用しない。 

 （ＳＰＤ） 

・ 世界の最高水準の研究能力を有するとともに、研究業績が優れており、学術の将来を担う優れた研究

者となることが十分期待できること。 

・ 研究計画が具体的であり、優れていること。 

 

５．新規採用予定数（平成２２年度） 

 約１，６００名（DC1,DC2,PD,SPD）   

  約 ４０名（RPD）〔審査において一定の評価に達しない場合は、採用予定数に満たないこともある。〕    

 

６．採用期間 

 ・ＤＣ１ ---- ３年間 

 ・ＤＣ２ ---- ２年間 

 ・ＰＤ ------ ３年間 

 ・ＳＰＤ ---- ３年間 

 ・ＲＰＤ ---- ２年間 



７．研究奨励金（平成２１年度の予定額）（給与所得として課税対象） 

・ ＤＣ   月額 ２００，０００円 

・ ＰＤ  月額 ３６４，０００円（ただし、博士の学位を取得していない者は、月額 200,000 円） 

・ ＳＰＤ 月額 ４４６，０００円 

・ ＲＰＤ 月額 ３６４，０００円（ただし、博士の学位を取得していない者は、月額 200,000 円） 

 

８．研究費 

 特別研究員には、科学研究費補助金（特別研究員奨励費）の応募資格が与えられ、本会科学研究費委員会

の審査を経て毎年度 150 万円以内（特別研究員-SPD は、300 万円以内）の研究費が交付される。 

 

９．特別研究員の義務 

 ・研究専念義務 

 特別研究員は、出産・育児に係る採用中断の扱いを受ける場合を除き、申請書記載の研究計画に基

づき研究に専念しなければならない。 

 ・研究報告書提出の義務 

 特別研究員は、毎年度末及び採用期間終了後速やかに研究報告書を提出しなければならない。（出

産・育児に係る採用中断の扱いを受ける期間が一年度の全てにわたった場合を除く。） 

 

10．その他 

・ 特別研究員が常勤的な職に就いた場合には、特別研究員の資格を喪失する。 

・ 特別研究員は、採用期間中、国内外を問わず、他のフェローシップ、研究費の助成等を本会以外から

受給することはできない。 

 

※募集要項は毎年度更新されるので、最新情報は、当該年度の募集要項を参照のこと。 

本会ホームページにも公開中（http://www.jsps.go.jp/j-pd/index.html の「申請手続き」→

「募集要項」） 



                                                                       

 

平成２２年度採用分特別研究員(DC1･DC2･PD･SPD)の募集から採用までの主な流れ 

   
 

平成 21 年 

３月上旬 募集要項公表
 

 
各研究機関で申請書を取り

まとめる
 

 

 

 
申請受付６月３日～６月５日 

 

 

１申請に対し６人の専門分野の書面審査員による審査  

 

 

 

 

９月下旬～10 月上旬 第１次選考(書類選考)
審査会開催 

  

面接選考実施
通知  
(面接候補者) 

不採用通知 
(不採用者) 

SPD 面接選考実施
通知 
(ＳＰＤ面接候補者) 

第２次選考(SPD 面接選考）
１申請者 20 分間の面接を実施、
研究計画等について聴聞及び質
疑応答により評価 

第２次選考（面接選考）
１申請者 10 分間の面接を実
施、研究計画等について聴聞
及び質疑応答により評価 

採用内定通知 
(ＳＰＤ採用内定者)

採用内定通知 
(採用内定者) 

採用内定予定通知 
 (面接免除者) 
 

補欠通知 
(補欠者) 

不採用通知 
(面接不採用者) 

採用決定 
（資格要件を確認の上採用） 

 

 

10 月下旬～ 

11 月上旬 

第１次選考結果 

の通知 

 

 

11 月下旬～ 

12 月上旬 

審査会開催 

 

 

 

 

12 月下旬～ 

平成 22 年１月 

上旬 

選考結果の通知 

 

 

 

 

平成 22 年４月１日 

 

 



                                                                       

 

平成２２年度採用分特別研究員-ＲＰＤの募集から採用までの主な流れ 

   
 

平成 21 年 

３月上旬 募集要項公表
 

 

 

 

 

 

５月１３日～５月１５日 

 

 

 

 

 

 

 

７月下旬 

審査会開催 

  

 

 

８月上旬頃 

第１次選考結果 

の通知 

 

 

 

９月下旬頃 

審査会開催 

 

 

 

 

 

11 月上旬頃 

選考結果の通知 

 

 

 

 

 

 

平成 22 年 ４月１日 

平成 22 年 ７月１日 

平成 22 年 10 月１日 

平成 23 年 １月１日 

 

１申請に対し６人の専門分野の書面審査員による審査 

第１次選考(書類選考)

面接選考実施
通知  
(面接候補者) 

申請受付

不採用通知 
(不採用者) 

第２次選考（面接選考）
１申請者 10 分間の面接を実
施、研究計画等について聴聞
及び質疑応答により評価 

採用内定通知 
(採用内定者) 

補欠通知 
(補欠者) 

不採用通知 
(面接不採用者) 

各研究機関で申請書を取り
まとめる

採用内定予定通知 
 (面接免除者) 
 

※出産・育児の都合

により出席できない

場合は、第 3 回審査

会において実施する

こともある。 

採用決定 
（資格要件を確認の上採用） 



 

特別研究員の選考方法 
 

Ⅰ  特別研究員の選考方法  

１．特別研究員の選考は、我が国の学界の第一線の研究者で構成される特別研究員等審査会 

（委員４７人、専門委員約1,800人）において、書面審査及び面接審査により行われます。 

  

２．特別研究員の審査方針は、(1)学術の将来を担う優れた研究者となることが十分期待でき

ること、(2)研究計画が具体的であり、優れていること、(3)研究業績が優れており、研究
計画を遂行できる能力及び準備状況が示されていること、(4)諸分野における研究者養成

の必要性に配慮することです。 

  なお、ＰＤについては、大学院在学当時の所属研究室（出身研究室）以外の研究室である

ことが申請資格要件となっています。この要件を満たさない場合は、申請資格がないことに

なり、審査の対象から除外されます。ただし、正当な理由がある場合に限り例外を認めるこ

とがあります（詳細は「Ⅱ 特別研究員－ＰＤの申請資格の審査方法」を参照）。 

  

３．書面審査による評価は、(1)推測される研究能力・将来性、(2)研究計画、(3)研究業績の

ほか、学位の有無などを含めて総合的に研究者としての資質及び能力を判断した上で、５段

階の評点（５:採用を強く推奨する、４:採用を推奨する、３:採用してもよい、２:採用に躊

躇する、１：採用を推奨しない）を付けます。  

  なお、ＤＣについては研究経験が少ないことから申請書記載の「現在までの研究状況」、

「これからの研究計画」、「自己評価」及び「評価書」を重視し、ＰＤについては「研究業

績」を重視して評価します。 

   

４．１件の申請について、申請者の分科細目に応じて上記審査会の専門委員６人によって書面

審査を行います。その際、申請件数が少ない細目については、適切な相対評価ができるよう

に、関連する細目を組み合わせてグループ化を行います。その上で、各細目（又は、細目を

グループ化したもの）に対し、６人の書面審査員を割り当てます。６人の書面審査員につい

ては、専門分野のバランス、各審査員の所属機関が異なるようにすることなど、公平性に配

慮しています。このように各細目（又は、細目をグループ化したもの）に、６人の書面審査

員を割り当てたグループを「審査セット」と呼んでいます。細目の組み合わせについては、

本会ホームページで公開しています。 

  

５．９月下旬～１０月上旬開催の合議による８つの領域別審査会（人文学、社会科学、数物系

科学、化学、工学、生物学、農学、医歯薬学）では、上記の書面審査の評点に基づき、第一

次採用内定者（面接を免除して採用を内定する者）及び面接候補者の選定を行います。 

  ＳＰＤについては、ＰＤに申請し、第一次採用内定者となった者の中から、ＳＰＤの資
格を有する特に優秀な者を面接候補者とし、面接審査を経て採用しておりますが、ＳＰＤ

面接候補者もこの審査会において選定します。 

  この審査会での審査結果は、１１月上旬ごろに申請者宛てに通知します。なお、第一次選

考（書面審査）の不合格者には、特別研究員等審査会における各審査項目の評価及び当該領

域におけるおおよその順位を通知します。 

  

６．１１月下旬～１２月上旬に行われる面接審査では、委員及び専門委員で構成される領域別

の小委員会において、１人当たり１０分間（ＳＰＤについては２０分間）の面接が行われま

す。最初の４分間（ＳＰＤについては８分間）で、面接候補者自身がこれまで行った研究状

況と今後の研究計画について説明した後、残りの時間で審査員との質疑応答が行われます。

この審査では、第二次採用内定者と補欠者が選考されます。面接審査の結果は、１月上旬ま

でに申請者及び受入予定機関に通知します。 



Ⅱ  特別研究員－ＰＤの申請資格の審査方法  

 若手研究者が学位取得後の早い段階で多様な研究環境を経験することは、研究者自身の研究能力の

向上に繋がると期待され、また異なる経験を持つ若手研究者の受入れによる研究機関の研究の活性化

などの観点からも非常に意味があると思われます。このため、特別研究員―ＰＤの申請者については、

大学院在学当時の所属研究室（出身研究室）以外の研究室で研究に従事することを申請資格要件とし

ています。 

 ただし、この例外措置として、出身研究室で研究に従事することを認める場合があるので、それを

希望する申請者は、その「理由書」を提出してください。審査会がその「理由書」を審査し、それを

妥当なものと認めた場合は、この例外的措置が適用されます。 

１．特別研究員-ＰＤの申請資格審査（以下「審査」という。）は領域別審査会で行います。  

２．審査に当たっては、領域別審査会に先立ち、１件につき上記審査会の専門委員６人が、理

由書の内容について書面審査を行います。  

３．審査は、次の事由の有無で判定します。  

① 身体の障害等の理由により研究室の変更が難しい場合 

② 研究目的・内容及び研究計画等から研究に従事する研究室を変更することが、国内の

研究機関における研究の現状において、極めて困難な場合 

③ 採用時において博士課程に標準修業年限を超えて在学することになる場合 

 

４．９月下旬～１０月上旬開催の合議による８つの領域別審査会（人文学、社会科学、数物
系科学、化学、工学、生物学、農学、医歯薬学）では、書面審査の結果に基づき、総合判
定を行います。 書面審査のみでは不十分な場合には必要に応じて面接を行なうことがあ
ります。 

５．１１月上旬ごろに上記の申請資格審査結果を、申請者宛てに通知します。  

６．過去の申請資格審査実施状況については、http://www.jsps.go.jp/j-pd/index.html の

「審査」→「申請資格審査状況」を参照してください。 



 

○ 書面審査セットについて 

 
平成２２年度採用分の募集より書面審査セット（下記参照）を公開します。  

特別研究員ホームページから「選考方法」→「書面審査セットについて」を参照

ください。（３月中旬公開予定） 

 

Ⅰ  特別研究員の選考方法  －特別研究員ホームページより－ 

１．特別研究員の選考は、我が国の学界の第一線の研究者で構成される特別研究員等審査会 

（委員４７人、専門委員約1,800人）において、書面審査及び面接審査により行われます。 
  
２．（略） 
  
３．（略） 
  
４．１件の申請について、申請者の分科細目に応じて上記審査会の専門委員６人によって書面

審査を行います。その際、申請件数が少ない細目については、適切な相対評価ができるよう

に、関連する細目を組み合わせてグループ化を行います。その上で、各細目（又は、細目を

グループ化したもの）に対し、６人の書面審査員を割り当てます。６人の書面審査員につい

ては、専門分野のバランス、各審査員の所属機関が異なるようにすることなど、公平性に配

慮しています。このように各細目（又は、細目をグループ化したもの）に、６人の書面審査

員を割り当てたグループを「審査セット」と呼んでいます。細目の組み合わせについては、

本会ホームページで公開しています。 

クリックすると「書面審査

セット」に移動します。

（次頁参照） 

  
５．（略） 
  
６．（略） 



 

書面審査セットについて －特別研究員ホームページより－ 
 

平成２２年度採用分の審査セットは以下のとおりです。 

なお、審査セットは、毎年見直しを行っています。 

 

 

Ⅰ．人文学、社会科学、数物系科学、化学、工学、生物学、農学、医歯薬学の分科・細目を選択した場合 

 

１ 人文学     ２ 社会科学    ３ 数物系科学     ４ 化学 

① ＰＤ       ① ＰＤ        ① ＰＤ         ① ＰＤ 

② ＤＣ２      ② ＤＣ２       ② ＤＣ２        ② ＤＣ２ 

③ ＤＣ１      ③ ＤＣ１       ③ ＤＣ１        ③ ＤＣ１ 

 

５ 工学         ６ 生物学       ７ 農学         ８ 医歯薬学 

① ＰＤ       ① ＰＤ        ① ＰＤ         ① ＰＤ 

② ＤＣ２      ② ＤＣ２       ② ＤＣ２        ② ＤＣ２ 

③ ＤＣ１      ③ ＤＣ１       ③ ＤＣ１        ③ ＤＣ１ 

 

 

Ⅱ．総合領域又は複合新領域の分科・細目を選択した場合 

 

１ 分科「情報学」「人間医工学」「環境学」「ナノ・マイクロ科学」を選択した場合 

それぞれの資格をクリ

ックすると「書面審査

セット」の一覧表へ移

動します｡（下記参照）

① ＰＤ 

② ＤＣ２ 

③ ＤＣ１ 

 

２ 「情報学」「人間医工学」「環境学」「ナノ・マイクロ科学」以外の分科を選択した 

場合は、上記 Ⅰ.の審査を希望した領域を参照 

 

 

 

〔書面審査セットの例： ＰＤ 化学領域の場合〕 
 

分科名 細目名 コード 審査セット 

基礎化学 物理化学 4601

化学 PD A 複合化学 機能物質化学 4704

材料化学 機能材料・デバイス 4801

基礎化学 無機化学 4603

化学 PD B 
材料化学 無機工業材料 4803

複合化学 分析化学 4701

複合化学 環境関連化学 4705

基礎化学 有機化学 4602

化学 PD C 

複合化学 合成化学 4702

複合化学 高分子化学 4703

材料化学 有機工業材料 4802

材料化学 高分子・繊維材料 4804

複合化学 生体関連化学 4706

化学 PD D ゲノム科学 ゲノム情報科学 2303

生物分子科学 生物分子科学 2401
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申請数 採用数 申請数 採用数 申請数 採用数 申請数 採用数 申請数 採用数

人文学 － 2 705 63 473 134 207 58 1,385 257

社会科学 － 1 711 55 596 167 257 73 1,564 296

数物系科学 － 2 736 60 627 178 407 118 1,770 358

化学 － 2 168 13 452 126 282 83 902 224

平成２０年度採用分 特別研究員採用状況について（新規分）〔領域別〕

領　域
ＳＰＤ ＰＤ ＤＣ２ ＤＣ１ 計

工学 － 1 376 32 966 267 446 127 1,788 427

生物学 － 2 546 47 493 142 326 93 1,365 284

農学 － 2 492 42 400 117 196 58 1,088 219

医歯薬学 － 2 402 39 451 118 307 88 1,160 247

計 － 14 4,136 351 4,458 1,249 2,428 698 11,022 2,312

 ・ ２０年度の採用率は、ＰＤ： 8.8％、ＤＣ２： 28.0％、ＤＣ１： 28.7％、全体で21.0％



特別研究員事業の制度改善等について

○ 審査区分を４系（人社、数物、化学、生物）から８領域（人文学、社会
科学、数物系科学、化学、工学、生物学、農学、医歯薬学）に再編し、研
究分野に応じたきめ細やかな審査を可能に。

○ １申請当たりの審査員を３名から６名に倍増することにより、多数の専
門家による客観的な評価を可能に。

○ ６名の審査員からなる「審査セット」を固定し、各審査セットの審査件
数が３０～１００件となるように関連する複数の分科細目をまとめること
により、同一分野への申請の相対的な評価を可能に。

○ 書面審査の基準、評価方法を見直し、特別研究員事業の趣旨に即した評
価基準等を設定。

○ 出産・育児のための研究中断者への支援体制の整備
・ 特別研究員－ＲＰＤの開始
・ 採用中断期間中に研究奨励金の半額受給を可能に

○ 医師等の臨床研修期間に配慮して年齢制限を改定することにより、申請
機会を平等化

○ ＰＤ採用を博士号取得後５年未満の者とし、特別研究員事業の趣旨に則
した申請資格を設定。

○ 人文・社会科学分野の満期退学者についてはＰＤとして採用するが、Ｄ
Ｃ単価の研究奨励金を支給。

平成１６～２０年度の改善事項



 

 

                                                                  平成２１年３月 

                                                                       独立行政法人 

                                                                   日本学術振興会 

 

特別研究員申請資格等の改定について 
 

  日本学術振興会では、平成２０年度採用分以降の特別研究員の申請資格等について、以下のとお

り改定を行いました。今回の改定に伴う変更は、下記１～４までの４項目別に(１は平成２０年度

採用分から、２～４は平成２１年度採用分から)、順次、実施していますので、改定内容をあらか

じめ充分確認のうえ、申請願います。 

 

記 

 

１ 「医学、歯学又は獣医学」における年齢要件の改定について(２０年度採用分から実施) 
 

   特別研究員の年齢要件は、採用年度の４月１日現在、原則３４歳未満とし、「医学、歯学又は

獣医学」の分野については３６歳未満としていました。これを、平成１２年の医師法の改正によ

り、平成１６年４月より２年以上の臨床研修が義務づけられたことを機に、「医学、歯学又は獣

医学」の分野についての年齢要件を変更しています。臨床研修期間の年数により、以下のとおり

としました。 

区 分 １９年度以前 ２０年度採用分 
２１年度採用分

以降 

【ＤＣ，ＰＤ共通】 

医 学 

①臨床研修を修了していない者 

②１年以上の臨床研修を修了した者 

③２年以上の臨床研修を修了した者 

 

歯 学 

①臨床研修を修了していない者 

②１年以上の臨床研修を修了した者 

 

獣医学 

①臨床研修を修了していない者 

②６月以上の臨床研修を修了した者 

 

 

 

 

 

 

   ３６歳未満 

 

 

 

 

 

 

 

３６歳未満 

３６歳未満  

３７歳未満  

  

 

３６歳未満 

３６歳未満  

 

 

３６歳未満 

３６歳未満  

 

 

３５歳未満 

３６歳未満  

３７歳未満  

  

 

３５歳未満 

３６歳未満  

 

 

３５歳未満 

３６歳未満  

※ ただし、ＰＤについては、博士の学位取得後期間の上限を超えると申請できません(２参照)。 

※ 「臨床研修」は、それぞれ医師法、歯科医師法又は獣医師法で定める臨床研修。 

 

 

 



 

２ 特別研究員-ＰＤの申請資格に係る博士の学位取得後期間の上限設定について 

                             (21年度採用分から実施) 
 

   若手研究者を支援する特別研究員事業の趣旨に鑑み、特別研究員-ＰＤの申請資格を採用年度の

４月１日現在、博士の学位取得後５年未満（２１年度採用分は６年未満）の者としました。 
 

 

区 分 

 

１９年度以前 

 

２０年度採用分

 

２１年度採用分 

(経過措置) 

 

２２年度採用分

以降 

(博士の学位取得後年数) 

・未取得者 

・１年未満 

・１年以上～２年未満 

・２年以上～３年未満 

・３年以上～４年未満 

・４年以上～５年未満 

・５年以上～６年未満 

・６年以上～７年未満 

・７年以上 

 

 

 

 

 

    申請可 

 

 

 

 

 

   

  申請可 

 （改定なし）

 

 

 

 

 

   

  申請可 

 

 

→申請不可 

→申請不可

 

 

 

 

 

   申請可 

 

→申請不可 

→申請不可 

→申請不可  

  ※ただし、年齢要件を満たさない場合は申請できません(１参照)。 

 

 

３ 人文学､社会科学分野における博士の学位未取得者のＰＤ採用について(21年度採用分から実施) 
 

    人文学、社会科学分野については、博士の学位取得者に加え、「標準修業年限以上在学し、所定

の単位を修得し退学した者(以下、「満期退学者」という。）」を特別研究員-ＰＤ(以下、「ＰＤ」と

いう。)として採用し、ＰＤの研究奨励金(１９年度月額３６４千円)を支給していました。この取

扱いを見直し、２１年度採用分以降の満期退学者については、ＰＤとして採用しますが、特別研究

員-ＤＣ相当の研究奨励金(１９年度月額２００千円)を支給することとします。ただし、採用期間

中に学位を取得した場合、その翌月以降、ＰＤの研究奨励金を支給します。 
 

区 分 １９年度以前 ２０年度採用分 

 

２１年度採用分

以降 

ＰＤ採用時の博士の学位取得状況 

○博士の学位を取得している者 

○博士の学位を未取得の者 

 ①人文学、社会科学分野 

   ｱ)標準修業年限を超えて在学する者 

  ｲ)満期退学者 

 

   ｳ)その他の退学者 

 ②自然科学分野 

   ｱ)標準修業年限を超えて在学する者 

   ｲ)満期退学者 

   ｳ)その他の退学者 

 

 ＰＤ採用 

 

 

 ＤＣ２採用 

 ＰＤ採用 

 

 不採用 

 

 ＤＣ２採用 

 不採用 

 不採用 

 

 

 

 

 

 

   （改定なし） 

 

 ＰＤ採用 

 

 

 ＤＣ２採用 

 ＰＤ採用 

 (DC相当の奨励金を支給) 

 不採用 

 

 ＤＣ２採用 

 不採用 

 不採用 

 

 



 

 また、人文学、社会科学分野では、満期退学者についても、特別研究員-ＳＰＤとして採用して

いたが、これを取り止める。今後は、特別研究員-ＳＰＤ採用内定者が、満期退学者となった場合

は、特別研究員-ＰＤとして採用する。（特別研究員-ＤＣ相当の研究奨励金を支給する） 
 

区 分 ２０年度以前 ２１年度採用分以降 

人文学、社会科学分野 

ＳＰＤ採用時の博士の学位取得状況 

○博士の学位を取得している者 

○博士の学位を未取得の者 

ｱ) 標準修業年限を超えて在学する者

ｲ) 満期退学者 

   ｳ) その他の退学者 

  

 

 

ＳＰＤ採用 

 

ＤＣ２採用 

ＳＰＤ採用 

不採用 

 

 

 

ＳＰＤ採用 

 

ＤＣ２採用 

ＰＤ採用 (DC相当の奨励金を支給) 

不採用 

 

 

 

４ 特別研究員採用経験者の申請について(21年度採用分から実施) 
 

  特別研究員-ＤＣ１又は特別研究員-ＤＣ２採用経験者が特別研究員-ＰＤに申請（以下「再申請」

という。）できない場合を、従来、次の①～③に該当する場合としていたが、①と③については、

再申請できることとする。 

① 特別研究員-ＤＣ１又は特別研究員-ＤＣ２に採用内定後、特別研究員-ＰＤに資格を変更し

た場合で、その変更後の期間が１年を超える場合。 

② 過去に特別研究員-ＰＤ又は特別研究員-ＳＰＤに採用内定後、学位未取得等により資格を変

更し、特別研究員-ＤＣ２に採用されたことがある場合。 

③ 特別研究員の採用期間が、採用年度の４月１日以降も引き続き残っている場合。 ただし、

出産・育児により特別研究員の採用期間を中断及び延長した者で、採用年度の４月１日現在、

１年未満の採用期間が残っている場合を除く。 

 

区 分 ２０年度以前 ２１年度採用分以降 

 

① 資格変更後の期間が、１年を超える場

合 

 

② ＰＤ又はＳＰＤ採用内定後、学位未取

得により、ＤＣ２に採用されたことが

ある場合 

③ 採用期間が採用年度の４月１日以降

も引き続き残っている場合 

 

 

再申請不可 

 

 

再申請不可 

 

 

再申請不可 

 

【削除】 

（再申請可） 

 

改定なし 

（再申請不可） 

 

【削除】 

（再申請可） 

 

 

 



 

 

参考 

 ○平成２２年度採用分募集要項に係る主な改正点 

改正前 

(平成２１年度採用分募集要項)

改正後 

(平成２２年度採用分募集要項)

 

「学位取得後の期間の上限」について 

【特別研究員-ＰＤ】 

 博士の学位取得後６年未満 

 

 

「学位取得後の期間の上限」について 

【特別研究員-ＰＤ】 

博士の学位取得後５年未満  

 



 

 

特別研究員 申請資格以外の主な改定について 
 

  平成２２年度採用分の募集要項では、申請資格に関連する事項以外の大きな改定として、以下の

二つの事項があります。 

 

１．ＰＤの申請書の改定 

ＰＤの申請書（申請内容ファイル）の「現在までの研究状況」を記載する欄の注記に「博士課程

在学中の研究内容が分かるように記載すること。」を追記しています。また、「受入研究室の選定理

由」欄を新たに設けています。 

この改定は、博士課程在学中の研究と特別研究員採用後の研究の違いを明確にし、博士課程在学

中と受入研究室を移動することによって、どのような発展・展開が期待できるかを判断しようとす

るものです。 

 

２．ＰＤの評価書作成者及び評価書の改定 

「ＰＤの評価書作成者２名のうち、１名は採用後の受入研究者とすること。残りの１名について

は、本人の研究を良く理解している研究者とすること。」と変更しています。この変更に伴い、受

入研究者からの評価書には、「受け入れるに当たっての受入（指導）計画、受入研究者自身又は研

究室で行っている研究と申請者の研究との関連性、期待される相乗効果」を記載する欄を追加して

います。 

 

 



 

平成２２年度採用分特別研究員に関する Q&A 

 

Ｑ１ 医学、歯学又は獣医学分野で臨床研修を行っていない場合、年齢要件はどうなるのか。 

 Ａ 臨床研修を行っていない場合は、３５歳未満の者までとなります。 
 
Ｑ２ 医学部を卒業して臨床研修を修了した後、理学研究科に進学する場合の年齢要件はどうなるのか。 

 Ａ ３４歳未満の年齢要件の例外は、４年制の大学院進学者に適用するため、この場合は３４歳未満となります。 
 
Ｑ３ 医師法で努力義務だった時期の臨床研修を修了した場合の年齢要件はどうなるのか。 

 Ａ 努力義務だった時期に１年以上の臨床研修を修了した場合は、３６歳未満の者までとなります。 
 
Ｑ４ 医学、歯学又は獣医学分野で臨床研修を規定年数以上行っている場合の年齢要件はどうなるのか。 

 Ａ 超過した臨床研修期間は関係ありません。平成１２年改正法の医師法により義務づけられた２年以上の臨床

研修（平成１６年４月１日の施行日以降に行われた研修）を修了した者で、医学を履修する４年制の博士課程

在学者又は修了者については、３７歳未満です。それ以外は、定められた臨床研修期間を超えたとしても、３

６歳未満です。 
 
Ｑ５ ＰＤの申請資格になぜ、博士の学位取得後期間の上限を設けるのか。 

    Ａ 特別研究員制度は、研究生活の初期段階の若手研究者を支援することを趣旨としていることから、学位取得

直後の優れた若手研究者への支援に重点化するため、博士の学位取得後期間の上限を設けることとしました。 
 
Ｑ６ 博士の学位取得後期間の上限について、人文学、社会科学分野の満期退学者はどのように扱われるのか。 

 Ａ 学位取得後期間の上限は、博士の学位取得者に限定しています。このため、人文学、社会科学分野の満期退 

学後からの期間は、博士の学位取得後期間に算入しません。  
 
Ｑ７ 博士の学位取得後期間の上限要件と年齢要件は両方満たさないといけないのか。 

 Ａ 両方を満たさないと申請できません。 
 
Ｑ８ 採用期間が残っていても、ＰＤに再申請できるが、採用になった場合、残っていた採用期間は合算されるの

か。 

 Ａ 合算されません。平成２２年４月１日から２５年３月３１日までの３年間（採用期間中に研究中断の手続を

行った場合を除く。）が採用期間です。 
 
 



日本学術振興会 特別研究員－RPDについて
─出産・育児による研究中断者への復帰支援フェローシップ─

例えば、非常勤研究員や任期
付ポスドクには、出産・育児休業
制度が適用されない場合がある
ため、出産・育児に際してその職
を辞めざるを得ないなど、その後
の研究現場への復帰が困難な状
況にあります。そこで、本事業に
よりこのような方々が研究活動を
再開するための支援を行い、多
様で優れた研究者の養成・確保
を更に推進することを目指すもの
です。

研究活動

出産・育児等
による研究中断

＜従前＞

研究活動 壁

出産・育児等で研究現場を離れると、そ
の間に研究業績が上げられないため、
次の研究ポストを得ることが困難

出産・育児から復帰する研究者を対象に研究奨
励金（PD相当）を支給し、円滑に研究現場に復帰

出産・育児等
による研究中断

復帰支援
（研究奨励金）

＜支援開始後＞

研究活動研究活動

日本学術振興会では、我が国の学術研究の将来を担う創造性に富んだ研究者の養成・確保を図るため特別研究員制度を実
施しています。

この特別研究員制度の一環として、子育て支援や学術研究分野における男女共同参画の観点から、優れた若手研究者が、
出産・育児による研究中断後に円滑に研究現場に復帰できるよう特別研究員－RPDを平成１８年度に創設しました。

１．趣旨

対象分野 人文・社会科学及び自然科学の全分野
申請資格 ○博士の学位取得者（人文学、社会科学分野にあっては、我が国の大学院博士課程に修業年限以上在学し、所

定の単位を修得の上退学した者で、博士の学位取得者に相当する能力を有する者も含む）。
○遡って過去5年以内に、出産又は子の養育のため、概ね3ヶ月以上やむを得ず研究活動を中断した者。
○日本国籍を持つ者、又は我が国に永住を許可されている外国人。
＊上記要件を満たしていれば、年齢・性別は問いません。

採用期間 ２年間 （採用開始日については、４月１日、７月１日、１０月１日、１月１日から選択）
研究奨励金 月額364,000円（ただし、博士の学位を取得していない者は、月額200,000円。いずれも予定額）
研究費 科学研究費補助金（特別研究員奨励費）の応募資格が与えられ、本会科学研究費委員会の審査を経て毎年度

１５０万円（２年間で３００万円）以内の研究費が交付されます。
申請書提出方法 申請者は研究に従事する予定の機関を通じて本会へ申請書を提出してください、個人から本会への直接の申

請は受け付けませんのでご注意ください。
選 考 本会の特別研究員等審査会で選考を行います。

２．募集の概要

申請資格等の詳細は、募集要項をご確認ください。例年３月末までに、本会ホームページで公開するとともに、大学等の各研究機関へ送付しています。 http://www.jsps.go.jp/j-pd/rpd_boshu_f.html

独立行政法人日本学術振興会 研究者養成課

－出産・育児に係る採用中断及び延長の取扱い－

特別研究員制度では、出産・育
児のために必要な場合は、「採用
中断」をすることができます。

１．出産又は１歳６ヶ月未満の子の
養育の必要がある場合、通算２０ヶ
月まで「採用中断」期間を取ること
ができます。その間、研究奨励金
は支給されませんが、「採用中断」
と同じ期間、採用期間が延長され
ます。

２．「採用中断」期間の全部又は一
部を、短時間の研究を行い、研究
奨励金の半額受給する「研究再開
準備支援」期間とすることができま
す。採用期間の延長は、「研究再
開準備支援」期間の半分です。

１．中断期間は、最長２０ヶ月まで取得可能

取得期間の１／２を延長

２．「研究再開準備支援」を利用した場合の例

○ 採用期間（２年間の例）

１年目 ２年目

２０ヶ月
延長

８ヶ月

延長

１年目
２０ヶ月
中断

１年目 ２年目
８ヶ月
中断

１２ヶ月
研究再開準備支援

(研究奨励金半額支給)

６ヶ月

延長

取得期間分を延長

取得期間分を延長

－特別研究員－ＲＰＤ懇談会－

昨年度に続き、第２回懇談会が、

２０名の平成１９年度採用者が参加
し、秋篠宮妃殿下のご臨席、郷通子
氏（お茶の水女子大学長）、永井多
恵子氏（文教ジャーナリスト）のご出
席をいただき平成２０年７月１４日に
開催されました。

懇談会では、研究発表及びその後
の懇談により、研究活動における出
産・育児の課題、今後の研究展望等
の意見交換がなされました。



特別研究員-ＲＰＤの採用内定状況 

                                           

平成１９年度   

領域 申請者数 採用内定者数 

人文学 (9) 42 6 

社会科学 (8) 39 6 

数物系科学 (1) 19 4 

化学   9 1 

工学   10 1 

生物学   30 5 

農学 (1) 14 3 

医歯薬学 (1) 49 8 

合計 (20) 212 34 

  採用率:１６．０％ 

 

    

平成２０年度   

領域 申請者数 採用内定者数 

人文学 (2) 26 (1) 6 

社会科学 (5) 45 (1) 10 

数物系科学 (1) 16  3 

化学   4  2 

工学   8  3 

生物学 (2) 37 (1) 7 

農学 (3) 20 (1) 5 

医歯薬学 (3) 45 (1) 9 

合計 (16) 201 (5) 45 

  採用率:２２．４％ 

 

    

平成２１年度   

領域 申請者数 採用内定者数 

人文学 (1) 40  11 

社会科学 (3) 40  11 

数物系科学 (2) 11  3 

化学   3  1 

工学  (1) 9  3 

生物学 (1) 33  9 

農学 14  4 

医歯薬学 (2) 45 (1) 13 

合計 (10) 195 (1) 55 

  採用率:２８．２％ 

             

( )内は、男性 



 

平成２２年度採用分特別研究員-RPD に関する Q&A 

 

Ｑ１ 出産したのは、平成２１年４月から遡って５年以上前だが申請できるか。 
 Ａ 「出産又は子の養育」となっておりますので、平成２１年４月から過去５年間に、子の養育のため３ヶ月以上研

究活動を中断していれば申請できます。  
 

Ｑ２ 「子の養育のために」の「子」の定義は何か。何歳までの「子」が対象となるか。 

 Ａ 「子」の定義は、民法上の解釈に則して、申請者本人の子（実子、非嫡子又は養子）となります。また、育児に

伴う様々な事情を考慮し、「子」の年齢に特に制限は設けていません。 

 
Ｑ３ 「概ね３ヶ月以上」となっているが、研究中断が３ヶ月に満たない場合には認められないのか。 
 Ａ 一般的な産前産後の休暇期間（概ね３ヶ月）以上を条件としています。ただし、特段の事情があれば、３ヶ月に

満たない場合でも申請可能です。事情等を申請書別紙『出産・育児による研究中断状況』に記入してください。 
 

Ｑ４ 「やむを得ず研究活動を中断した」とは、中断前に研究職に就いていて、その職を辞めた場合のみが該当するの

か。また、そのことを証明する書類（退職証明等）が必要か。 

 Ａ 出産・育児による研究中断には、様々な事情があることを想定し、研究職を辞めた方のみに対象者を限定してい

ません。従って、証明書等を提出いただく必要もありません。個々の研究中断の状況については、申請書別紙の

『出産・育児による研究中断状況』に詳細を記入してください。 
 

Ｑ５ 研究中断後、現在は非常勤研究員（非常勤講師）として研究を行っているが申請できるか。 

Ａ 申請できます。ただし、特別研究員に採用後は他の身分を持つことはできませんので、現在の非常勤職を辞めて

いただく必要があります。また、他の研究費の受給も辞退する必要があります。 
 

Ｑ６ 採用時に研究に従事する研究室を大学院在学当時の所属研究室以外の研究室としなくてよいのか。（特別研究員

-PDの場合は要件となっているが。） 
 Ａ 特別研究員- RPDの場合、対象者の育児等の状況に配慮し、研究室の移動については要件としていません。ただ

し、一般的に若手研究者が多様な研究環境を経験することは、研究能力の向上につながるものと期待されますの

で、募集要項では｢大学院在学当時の所属研究室以外の研究室を選定することを推奨する｣こととしています。 

 
Ｑ７ PD の採用内定者が、採用開始日までに博士の学位を取得できなかった場合には DC2 として採用される取扱い

があるが、RPDの採用内定者にも同様の取扱いはあるか。 
 Ａ RPDには、同様の取扱いはありません。博士の学位が取得できなかった場合には、採用されません。 
 

Ｑ８ 海外特別研究員採用経験者は申請することができるか。 

 Ａ 申請できます。採用される予定の時点で海外特別研究員の採用期間が残っている場合も申請できます。ただし、

特別研究員-RPDに採用内定となった場合は、採用開始日までにいずれかの採用を辞退していただきます。 

 

Ｑ９ 今回特別研究員-RPDに採用された者が、次回以降再度特別研究員-RPDに申請することはできるか。 
 Ａ 採用開始前に辞退した場合を除き、RPDに採用された方は次回以降に再度申請はできません。ただし、一回目の

RPD 採用開始後に出産又は生まれた子の養育のため、概ね３ヶ月以上やむを得ず研究活動を中断した場合は、

二回目の申請を行うことができます。 



特別研究員採用中の取扱・手続き等について 
 
 
Ⅰ．H２１年度主な改正点 
 
① 報酬の受給について 
  特別研究員採用期間中は、報酬を受給することは禁止されています。アウトリーチ活動について

も、無報酬で行うものとします。但し、以下の例外があります。 
 
  ・研究成果を公表することに伴い生じる著作料等 
  ・以下のもので、週５時間以内の場合 
    １．大学等高等教育機関における非常勤講師 
    ２．将来大学等の教員・研究者等になるためのトレーニングの機会として当該大学に在籍す

る学生を対象に設置された職 
 
 
② 研究機関の変更について 
  特別研究員-PD については、毎年度４月期のみ研究従事機関の変更が可能としています。 
  但し、受入研究者が異動・退職などの理由で、当該研究機関の所属ではなくなった場合について

は、年度途中であっても研究機関を変更することができます。 
 
 
③ 海外渡航における手続きについて 
  特別研究員-DC が研究指導の委託以外で海外渡航する場合には、受入研究者による「特別研究

員海外渡航計画書」の提出が必要になります。 
 
 
④ 採用終了後・辞退後の提出書類について 
  最終年度の研究報告書に記載欄のあった、特別研究員の就職状況については、様式９－３「特別

研究員の就職状況（調査票）の提出に変更となります。 
 
  



⑤ DC を対象とする雇用契約に基づくインターンシップへの参加について 
特別研究員-DC を対象とする雇用契約に基づくインターンシップへの参加は、次の①～③の全

ての事項に該当する場合、参加することが可能です。参加する場合は、事前に本会の許可を受け

てください。 
① インターンシップの内容が、特別研究員の研究計画の実施に資する研究トレーニングとな

るものであること 
② 当該インターンシップが①に該当し、研究者養成の観点から当該インターシップへの参加

が適切であるものとして、所属する大学の長又は部局の長が参加を許可したものであるこ

と 
③ 参加期間は、原則として年間（４月から翌年３月まで）３ヶ月以内とし、採用期間中にお

いて通算して６ヶ月以内であること 
また、当該インターンシップに参加する場合、雇用契約に基づいて契約先から報酬が支払われ

るため、雇用契約日数に応じ次のとおり研究奨励金の調整を行います。 
・当該月中のうち雇用契約日数が 15 日以下：当該月分の２分の１を支給しない 
・当該月中のうち雇用契約日数が 16 日以上：当該月分の全額を支給しない 

ただし、大学における教育カリキュラムに位置づけられているものについては、研究奨励金の調

整は行いません。 
 
手続きについては、個別に研究者養成課まで問い合わせて下さい。 

  



Ⅱ．よくある質問 
 
＜他の研究プロジェクトへの参加＞ 
Q：他の研究プロジェクト等に参加したいが、どういった立場でなら参加できるか 
A：研究代表者や共同研究者等のエフォートが発生したり研究費を受けたりする立場での参加はでき

ません。科研費における研究協力者などのように義務や研究費が発生しない場合に、特別研究員

としての研究課題に資する共同研究として、他の研究プロジェクトに参加することが可能です。 
 
＜DC の研究従事機関＞ 
Q：DC が所属大学とは別の機関で研究したいので、研究従事機関を変更することは可能か 
A：特別研究員-DC の研究従事機関は、在学する国内の大学院です。受入研究者は、在学する大学院

における指導教員です。特別研究員の研究従事機関・受入研究者を変えずに、他機関での活動が

必要になる場合には、大学内で「研究指導の委託」の手続きを取ることで可能になります。また、

短期間、他機関の機器を利用する等の活動は、研究遂行上の必要に応じ可能です。 
 
＜報酬の受給の例外＞ 
Q：報酬の受給に関する例外で認められている、「将来大学等の教員・研究者等になるためのトレー

ニングの機会として当該大学に在籍する学生を対象に設置された職」とは、リサーチアシスタン

トを含むのか 
A：リサーチアシスタント等の職名に関わらず、当該職の内容が条件に当てはまるかどうかを確認し

て下さい。科研費等で雇用される研究補助員などは、該当しません。 

 
＜海外渡航期間＞ 
Q：海外渡航期間は採用期間の半分までとされているが、DC から PD に資格変更した場合、それぞ

れの期間の半分までということか 
A：資格変更に関わらず、累積して採用期間全体の半分まで海外渡航することができます 
 
＜資格変更に伴う採用期間の延長＞ 
Q：特別研究員-DC2 だが、学位を取って資格変更した場合、採用期間が一年延びるのか 
A：通常 DC2 として採用された方は、採用期間が延長されることはありません。例外的に、PD とし

て申請し採用が内定したものの、採用までに学位が取得できずに DC2 として採用された方が、採

用期間中に学位を取得して PD に資格変更した場合には、１年延長されます。 
 
＜授業料に関する助成＞ 
Q：他からの助成を受けることができないということだが、授業料に関する助成はどうか 
A：DC については、所属大学による授業料を援助するための奨学金など、大学の授業料に対する援

助が目的の助成金の受給は、例外的に認めています 
 
＜受入研究者の異動＞ 
Q：受入研究者が機関内で異動したり肩書きが変更になった場合、どのような手続きをすれば良いか 
A：受入研究者変更届の様式を用いて、手続きして下さい 



 

平成21年２月 

日本学術振興会海外特別研究員 

平成２２年度採用分募集要項 

 

申請資格が改定されているので、注意すること。詳細は、「3．申請資格」

及び本要項６ページの別添「海外特別研究員申請資格の改定について」

を参照のこと。 

 

 

 

 

1.  趣  旨 

 独立行政法人日本学術振興会（Japan Society for the Promotion of Science:JSPS）は、我が国におけ

る学術の将来を担う国際的視野に富む有能な研究者を養成・確保するため、優れた若手研究者を海外に派

遣し、特定の大学等研究機関において長期間研究に専念できるよう支援する。 

 本募集は、我が国の大学、大学共同利用機関、高等専門学校等（以下「大学等学術研究機関」という）、

国公立試験研究機関、学術研究・研究開発活動を行う独立行政法人、特殊法人、政府出資法人、一般財団

法人、一般社団法人又は民間研究機関（対象となる民間研究機関については「3. 申請資格」参照）等（以

下「国公立試験研究機関等」という）に所属する常勤研究者、又は常勤研究者を志望する者を対象とする。 

 

2.  対象分野 

 人文・社会科学及び自然科学の全分野 

 

3. 申請資格 

次に掲げる資格（Ⅰ）（Ⅱ）のいずれかに該当する者であること。 

資 格 （Ⅰ） （Ⅱ） 

身 分 我が国の大学等学術研究機関、国公立試験研

究機関等※に所属する常勤研究者。 

我が国の大学等学術研究機関、国公立試験研

究機関等※での常勤研究者を志望する者。 

年 齢 平成22年４月１日現在 

① 34歳未満の者 

② 医学、歯学又は獣医学を履修する４年制の大学院博士課程修了者（次の③、④を除く）

については、35歳未満の者 

③ 法律（医師法（平成12年の法改正前）、歯科医師法又は獣医師法）に定める臨床研修を

修了した者で、医学（次の④を除く）、歯学又は獣医学を履修する４年制の博士課程修了

者については、36歳未満の者 

④ 医師法（平成12年の改正法）により義務付けられた２年以上の臨床研修を修了した者で、

医学を履修する４年制の博士課程修了者については37歳未満の者 

学 位 申請時において博士の学位を有する者、平成

22年3月31日までに博士の学位を取得する見

込みである者、又は博士の学位を取得した者

に相当する能力を有すると認められる者。 

 

申請時において博士の学位を有する者又は

平成22年3月31日までに博士の学位を取得す

る見込みである者。（ただし、我が国の人文

学又は社会科学の分野の大学院博士課程に

標準修業年限以上在学し、平成22年３月31日

までに所定の単位を修得の上退学した者で、

博士の学位を取得した者に相当する能力を

有すると認められる者も含む。） 

その他 ・日本学術振興会海外特別研究員に採用されたことのある者は申請できない。 

・外国人が申請する場合は、我が国に永住を許可されている者に限る。 

 



※大学等学術研究機関、国公立試験研究機関等（文部科学省科学研究費補助金の応募ができない機関を

除く） 

a)大学、大学共同利用機関、高等専門学校等 

b)国公立試験研究機関 

c)学術研究・研究開発活動を行う独立行政法人、特殊法人、政府出資法人、一般財団法人、一般社団

法人 

d)民間研究機関（大学の連携大学院の相手方として教育研究実績を上げている機関の他、若手研究者

養成に適切であると本会が認めた機関） 

 

4. 採用予定数 

  約110名 

 

5. 派 遣 期 間 

 ２年間（平成22年4月1日～平成23年2月28日の間に出発できる者に限る） 

 

6. 本会支給経費 

(1) 往復航空賃 

(2) 滞在費・研究活動費（派遣国によって異なる。年額約380万円～520万円） 

 

7. 派遣先機関 

  海外の優れた大学等研究機関とする。 

なお、次に挙げる機関等は派遣先機関として認められない。 

・我が国の大学等学術研究機関、国公立試験研究機関等が海外に設置する研究所等 

・営利を目的とした民間研究所等 

 

8. 申 請 手 続 

 (1) 提出書類 

①申請書………………………………………………………………正本１部、写し６部（Ａ４版両面コピー） 

  ②海外における受入研究者との連絡状況を示す主要な往復文書（英語以外の言語によるものには、日本語訳

も添付すること）………………………………………………………………………………写し７部（Ａ４版） 

  ③語学能力検定試験結果の証明書（申請書10ページ「語学能力 (2)主な使用言語の語学能力検定試験結

果」欄に記入した場合のみ）……………………………………………………………… 写し７部（Ａ４版） 

④臨床研修の期間を証明する書類(平成22年4月1日現在、35歳以上37歳未満の者のみ）………正本１部 

⑤外国人登録済証明書（外国人のみ）…………………………………………………………………正本１部 

  ⑥評価書（推薦書)…………………………………………………正本１部、写し６部（Ａ４版両面コピー） 

・日本語又は英語。本会所定の書式を用いること。 

・評価者（推薦者）は申請者の研究を良く理解している研究者１名に限る。 

・評価者は正本１部及び写し６部を作成の上、これらを併せて封筒に入れ、厳封すること。 

・申請者は封筒の表に申請者氏名と評価者氏名を記入すること。 

⑦海外特別研究員申請カード（①申請書の1、2ページ目の写しを正本とする。Ａ４版両面コピー）    

……………………………………………………………………………………………………………正本１部 

 

 



(2) 申請書類の提出方法 

(ア)申請者が提出する書類 

申請者は下記の書類をまとめて提出すること。なお、申請時に日本国内の研究機関に所属する申

請者は、必ず所属機関を通じて提出すること（申請者個人から本会へ直接提出したものは受け付け

ない）。日本国内の研究機関に所属していない申請者（海外の研究機関に所属する者等）は、本会へ

直接提出すること。 

□提出書類⑦（１部） 

□正本：提出書類①～⑤（③④⑤は該当者のみ）を番号順に重ねて左上をホチキスどめしたもの(１

部) 

□写し：提出書類①～③（③は該当者のみ）を番号順に重ねて左上をホチキスどめしたもの(６部) 

□提出書類⑥（正本１部、写し６部を併せて厳封した封筒１通） 

(イ) 申請者の所属機関の事務局が本会に提出する書類 

所属機関の事務局は、下記の書類をまとめて本会に提出すること。なお、日本国内の研究機関に

所属していない申請者は提出しなくてよい。 

□海外特別研究員〔平成22年度採用分〕申請件数一覧（様式Ａ）……………正本１部（Ａ４版） 

□海外特別研究員〔平成22年度採用分〕申請者リスト（様式Ｂ）……………正本１部（Ａ４版） 

□申請者から提出された書類（上記（ア）参照） 

[注]本会の特別研究員PDに採用されている者が海外特別研究員申請時に海外の大学等研究機関におい

て研究活動を行っている場合であっても、必ず日本国内の所属機関を通じて提出すること。  

 

 (3) 本会の受付期間 

 平成21年5月11日（月）～15日（金）（必着） 

[注]①上記の受付期間は所属機関長から本会に申請書類が提出される期限であり、申請者が所属機関

長に申請書類を提出する期限については、それより前であることが予想されるので、注意するこ

と。 

  ②海外から個人申請する場合、受付期間内に書類が到着するよう余裕をもって送付すること。 

  また、郵便事情等による申請書類の紛失、遅配等については、本会では責任を負わない。 

 

9. 審査方針 

 主要な審査方針は、以下のとおりである。 

 (1) 海外での研究経験を通じて、学術の将来を担う優れた研究者となることが十分期待できること。 

 (2) 研究計画が具体的であり、申請者と海外における受入研究者との事前交渉等が十分になされているこ

と。海外で研究活動を行うにあたり、相応の語学能力(英語であれば、TOEFL(Computer-based)213
点、TOEIC730点、英検準１級のいずれか程度)を有することが望ましい。 

 

なお、詳細については、本会「海外特別研究員」ホームページ(http://www.jsps.go.jp/j-ab/index.html) 
「選考方法」を参照すること。 

 

10. 選考及び結果の通知 

 選考は、本会の特別研究員等審査会において第１次選考（書類選考）及び第２次選考（面接選考）によ

り行う。ただし、第１次選考（書類選考）合格者のうち、書類選考の結果によっては、第２次選考（面接

選考）を免除し、第１次選考（書類選考）をもって採用を内定することがある。 

 



(1) 第１次選考（書類選考）の結果は平成21年８月中旬ごろ本人に通知する。第１次選考（書類選考）

の不合格者には、特別研究員等審査会における審査項目毎の評価及び当該領域におけるおおよその順位

を通知する。 

(2) 第２次選考（面接選考）は、第１次選考（書類選考）合格者に対して、平成21年9月下旬ごろ行う（面

接日程は決定次第、本会ホームページに掲載予定）。第２次選考（面接選考）の結果は、10月末ごろ本

人に通知する。 

(3) 国内に所属機関がある申請者については、10月末ごろ、所属機関の長にも合否の結果を通知する。 

(4) 選考結果に関する個別の問い合わせには応じない。 

 

11. 受入承諾書の提出 

 採用内定を通知された者は、派遣期間開始日の40日前までに受入研究者の受入承諾書、及び必要書類を

提出すること。 

 

12. 海外特別研究員の遵守事項等 

海外特別研究員は、次に掲げる事項を遵守しなくてはならない。 

(1)  海外特別研究員は、出産・育児に係る採用中断の扱いを受ける場合を除き、研究計画に基づいて研究

に専念しなければならない。なお、研究計画、派遣先機関、受入研究者、派遣期間について、研究遂行

上の理由により変更する必要がある場合、その理由を示して本会の承認を求めなければならない。 

(2) 派遣開始１年後（出産・育児に係る採用中断期間中を除く）に中間研究報告書を、派遣期間終了後

１か月以内に最終研究報告書を提出しなければならない。 

(3)  派遣期間中、他のフェローシップ、給与等同種の資金援助を海外特別研究員と重複して受けてはな

らない（ただし、「３．申請資格」で（Ⅰ）に該当する者が我が国の所属研究機関から給与を受ける場

合は例外的に認められる）。派遣期間中に他の資金援助を受けることとなった場合には、速やかに本会

まで届け出なくてはならない。 

(4) 研究活動における不正行為を行ってはならない。 

(5) 不正受給を行ってはならない。 

(6) 研究費の不正使用を行ってはならない。 

(7) 派遣期間中、大学・大学院等に学生として入学してはならない。 

(8) その他、公序良俗に反する行為を行ってはならない。 

 

上記の遵守事項の他、次に掲げる事項のいずれかに該当すると本会が判断した場合にも、海外特別研究員

の採用の取り消し、経費の支給停止、又は支給済の経費の返還要求を行う。なお、採用時に誓約書の提出を

求める。詳細は、採用手続き時に配布する「諸手続の手引」に定める。 

 

(1) 病気等のために研究を継続できないことが明らかな場合 

(2) 研究の進捗状況に著しい問題があり、所期の目標を達成することが不可能又は著しく困難と判断され

る場合 

(3) 申請書類の記載事項に重大な虚偽が発見された場合 

(4) 海外特別研究員の資格を有していないことが明らかになった場合 

(5) 過去に、研究活動における不正行為、不正受給、研究費の不正使用、又は公序良俗に反する行為を行

ったことが明らかになった場合 

(6) 「諸手続の手引」に記載されている条件に違反し、本会の指示に従わなかった場合 

 



13. その他 

(1) 申請書類及び選考について 

①申請は１人１件とする。申請書類は、本会所定の様式を使用すること。 

②申請書類の提出後、その記載事項を変更し、又は補充することは認められない。 

③提出された申請書類は、返却しない。 

④本会は、第２次選考（面接選考）のための旅費を負担しない。 

(2) 採用の条件について 

学位取得証明書（我が国の人文学又は社会科学の分野の大学院博士課程に標準修業年限以上在学し、

平成22年3月31日までに所定の単位を修得の上退学したことを証明する書類でも可）を採用内定後、指

定の期日までに提出できない場合は、採用されない。（ただし、「3.申請資格」で(Ⅰ)に該当する者のう

ち、博士の学位を有しないが、学位取得者に相当する能力を有すると認められる者を除く） 

(3) 資格の変更について 

申請時において、「３．申請資格」で（Ⅰ）に該当する者が、採用内定後、又は派遣期間中に（Ⅱ）

に変更する場合には、（Ⅱ）の資格要件を全て満たさなくてはならない。また、申請時に（Ⅱ）に該当

する者が、採用内定後、又は派遣期間中に我が国の大学等学術研究機関、国公立試験研究機関等の常勤

研究者の職に就いた場合、就職先の研究機関の承認を得られれば、引き続き海外特別研究員としての派

遣が認められる。なお、常勤研究者以外の職、又は海外の研究機関の職に就いた場合は、海外特別研究

員としての身分を喪失する。これらの変更が生じた場合には、本会に遅滞なく届け出なくてはならない。 

(4) ビザ等について 

①派遣国に滞在するためのビザ等の申請について、本会は一切関わらないので留意すること。すでに

海外に滞在している者は、ビザの延長や切り替えに十分注意すること。 

②本会は、派遣期間中に生じた傷害、疾病等の事故について責任を負わない。 

(5) 個人情報の取り扱い 

申請書類に含まれる個人情報については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」

及び本会の「個人情報保護規程」に基づき厳重に管理し、日本学術振興会海外特別研究員事業の業務遂

行のために利用（データの電算処理及び管理を外部の民間企業等に委託して行わせるための個人情報の

提供を含む）する。 

海外特別研究員に採用された場合、氏名、申請時における所属・職、申請領域・分科・細目、研究

課題名、派遣国名、受入研究機関名及び研究報告書が公表される。また、我が国の学術の振興、海外特

別研究員制度の充実等のため、海外特別研究員経験者の現況調査等を行うので、採用期間終了時および

派遣期間終了後（１０年間程度）においても協力（住所等連絡先の変更連絡・調査の回答等）すること。 

(6) 募集要項・申請書および関連情報について 

本会「海外特別研究員」のホームページ(http://www.jsps.go.jp/j-ab/index.html)「募集要項」からも

閲覧、ダウンロードできる。 

 

14. 申請書類提出先・連絡先 

 独立行政法人日本学術振興会 研究者養成課「海外特別研究員」担当 

 〒102-8472 東京都千代田区一番町８番地（住友一番町ＦＳビル７階） 

電話 (03) 3263－3576(ダイヤルイン) ＦＡＸ (03) 3222－1986 

http://www.jsps.go.jp/j-ab/index.html 



別添 

                                                                  平成２１年２月 

                                                                       独立行政法人 

                                                                   日本学術振興会 

 

海外特別研究員申請資格の改定について 

 

 日本学術振興会では、海外特別研究員の申請資格について、２１年度採用分から以下のとおり改定を

行いましたので、内容をあらかじめ充分確認のうえ、申請願います。 

 

記 

 

「医学、歯学又は獣医学」における年齢要件の改定について(２１年度採用分から実施) 

 

 海外特別研究員の年齢要件は、採用年度の４月１日現在、原則３４歳未満とし、「医学、歯学又は獣

医学」の分野については３６歳未満としていました。これを、平成１２年の医師法の改正により、平成

１６年４月より２年以上の臨床研修が義務づけられたことを機に、「医学、歯学又は獣医学」の分野に

ついての年齢要件を変更しています。臨床研修期間の年数により、以下のとおりとしました。 

 

区 分 従 来 ２１年度採用分 

 

２２年度採用分 

以降 

 

医 学 

①臨床研修を修了していない者 

②１年以上の臨床研修を修了した者 

③２年以上の臨床研修を修了した者 

 

歯 学 

①臨床研修を修了していない者 

②１年以上の臨床研修を修了した者 

 

獣医学 

①臨床研修を修了していない者 

②６月以上の臨床研修を修了した者 

 

 

 

 

 

 

   ３６歳未満 

 

 

 

 

 

 

 

３６歳未満 

３６歳未満  

３７歳未満  

  

 

３６歳未満 

３６歳未満  

 

 

３６歳未満 

３６歳未満  

 

 

３５歳未満 

３６歳未満  

３７歳未満  

  

 

３５歳未満 

３６歳未満  

 

 

３５歳未満 

３６歳未満  

  
 



第５回（平成２０年度）日本学術振興会賞の受賞者決定について 
 
 

独立行政法人日本学術振興会（理事長 小野元之）は、平成２０年１０月１８日

開催の日本学術振興会賞審査会（委員長 江崎玲於奈 （財）茨城県科学技術振興財

団理事長／横浜薬科大学学長。委員１２名で構成）における選考結果にもとづき、

第５回（平成２０年度）日本学術振興会賞の受賞者２４名を決定しました。 

 
 

日本学術振興会賞について 

日本学術振興会賞は、優れた研究を進めている若手研究者を見い出し、早い段階から顕彰してその

研究意欲を高め、独創的、先駆的な研究を支援することにより、我が国の学術研究の水準を世界のトッ

プレベルにおいて発展させることを目的に 16 年度に創設したものです。 

授賞対象者は、人文・社会科学及び自然科学の全分野において、45 歳未満で博士又は博士と同等

以上の学術研究能力を有する者のうち、論文等の研究業績により学術上特に優れた成果をあげている

研究者としています。また、日本国籍を有する者に加え、我が国で５年以上研究者として研究機関に所

属し今後も継続して我が国で研究活動を予定している外国人も受賞対象としています。 

受賞者には、賞状、賞牌及び副賞として研究奨励金 110 万円を授与します。 

また、日本学士院の協力を得て、日本学術振興会賞受賞者のうち６名以内に日本学士院学術奨励賞

が併せて授与されます。 

 

 

 

第５回（平成２０年度）推薦状況 

第５回（平成２０年度） 
前回からの候補者※1 合 計※2 

機関推薦 個人推薦 計 

196人（230人） 21人（27人） 214人（255人） 160人（160人） 374人（415人）

 

 

 

 

※１  本賞の推薦書は２年間有効であり、前回の被推薦者から受賞者及び当該年度の４月１日時点で 

４５歳を超える者を除いた者を審査対象者とする。 

※2  合計は重複推薦を除く。 

※３ （  ）内は、前回の人数 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第５回（平成２０年度）日本学術振興会賞日程 

 

推 薦 依 頼 平成 20 年 4 月 10 日 

推 薦 書 受 付 平成 20 年 5 月 28 日～29 日 

予 備 審 査 

（学術システム研究センター） 
平成 20 年 6 月上旬～10 月下旬 

審 査 会 平成 20 年 11 月 18 日 

受賞者決定報道発表 平成 21 年 1 月 30 日 

授 賞 式 平成 21 年 3 月 9 日 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本学術振興会賞審査会委員名簿（敬称略） 

 氏 名 （所属機関・職） 

委員長 江崎 玲於奈（茨城県科学技術振興財団理事長/横浜薬科大学学長） 

 石井 米雄（アジア歴史資料センター長） 

 伊東 光晴（京都大学名誉教授） 

 金澤 一郎（宮内庁皇室医務主管／日本学術会議会長） 

 郷  通子（お茶の水女子大学長） 

 小柴 昌俊（東京大学特別栄誉教授、平成基礎科学財団理事長） 

 鈴木 昭憲（東京大学名誉教授） 

 外村  彰（日立製作所フェロー） 

 中西 重忠（大阪バイオサイエンス研究所所長） 

 野依 良治（理化学研究所理事長） 

 本田 和子（お茶の水女子大学名誉教授） 

 増本  健（東北大学名誉教授） 

 森  重文（京都大学数理解析研究所教授） 

 



 

系別 受賞者氏名　(性別)(年齢) 現職機関　職名 授賞の対象となった研究業績

アリタ　シン

有田　伸　(男)(38)
東京大学
大学院総合文化研究科　准教授

教育と社会階層の日韓比較社会研究

ナカイ　アサコ

中井　亜佐子　(女)(41)
一橋大学
大学院言語社会研究科　准教授

英語圏文学とポストコロニアル批評

フルサワ　タイジ

古澤　泰治　(男)(44)
一橋大学
大学院経済学研究科　教授

国際政治経済学へのゲーム理論的アプ
ローチ

ミヤ　ノリコ

宮　紀子　(女)(36)
京都大学
人文科学研究所　助教

モンゴル時代の文化政策と出版活動

イトウ　コウヘイ

伊藤　公平　(男)(42)
慶應義塾大学
理工学部　教授

半導体同位体工学の創出

イノウエ　クニオ

井上　邦雄　(男)(42)
東北大学
大学院理学研究科　教授

原子炉を用いたニュートリノ振動の精
密測定

イノウエ　マサユキ

井上　将行　(男)(37)
東京大学
大学院薬学系研究科　教授

海洋環状ポリエーテル類の全合成研究

ウエダ　マサヒト

上田　正仁　(男)(44)
東京大学
大学院理学系研究科　教授

冷却原子気体の理論

オゴウ　セイジ

小江　誠司　(男)(44)
九州大学
未来化学創造センター　教授

水溶性金属アクア錯体を用いた水中・
常温・常圧での水素分子の活性化

コバヤシ　ナオキ

小林　直樹　(男)(39)
東北大学
大学院情報科学研究科　教授

ソフトウェア検証のための型理論

ソメヤ　タカオ

染谷　隆夫　(男)(39)
東京大学
大学院工学系研究科　准教授

有機トランジスタの基礎と大面積エレ
クトロニクスへの応用に関する研究

ツジ　タケシ

辻　雄　(男)(40)
東京大学
大学院数理科学研究科　准教授

ｐ進ホッジ理論とその応用

ツジ　ノブヒロ

辻　伸泰　(男)(42)
京都大学
大学院工学研究科　教授

超微細粒金属材料に関する研究

ノウトミ　マサヤ

納富　雅也　(男)(44)
日本電信電話株式会社
NTT物性科学基礎研究所　主幹研究員

フォトニック結晶中の新奇な物理現象
の探索とその応用

ヒロセ　ケイ

廣瀬　敬　(男)(40)
東京工業大学
大学院理工学研究科　教授

超高圧高温下における地球惑星内部物
質の実験的研究

カツノ　マサヒサ

勝野　雅央　(男)(37)
名古屋大学
高等研究院　特任講師

神経変性疾患の病態解明および治療法
開発

コイズミ　シュウイチ

小泉　修一　(男)(44)
山梨大学
大学院医学工学総合研究部　教授

グリア細胞による脳機能の制御

サワムラ　タツヤ

沢村　達也　(男)(44)
国立循環器病センター
脈管生理部　部長

循環器疾患克服に向けた血管機能異常
の分子機構解明

シラヒゲ　カツヒコ

白髭　克彦　(男)(43)
東京工業大学
大学院生命理工学研究科　教授

ゲノム情報を基盤とした染色体解析技
術の確立とその応用

トリイ　ケイコ

鳥居　啓子　(女)(42)
ワシントン大学
生物学部　アソシエイトプロフェッサー

植物の気孔のパターン形成と分化のメ
カニズムの解明

ヌレキ　オサム

濡木　理　(男)(42)
東京大学
医科学研究所　教授

遺伝暗号翻訳の動的機構の構造基盤

ヤナギサワ　ジュン

柳澤　純　(男)(44)
筑波大学
先端学際領域研究センター　教授

細胞のエネルギー恒常性を調節する分
子機構の研究

ヨシムラ　タカシ

吉村　崇　(男)(38)
名古屋大学
大学院生命農学研究科　教授

春を感知するウズラの生物時計の仕組
み

ワカヤマ　テルヒコ

若山　照彦　(男)(41)

理化学研究所
発生・再生科学総合研究センター　チームリー
ダー

バイオテクノロジーによる新たな動物
繁殖技術の開発

※所属機関・職名は平成２1年３月１日現在、年齢は平成２０年４月１日現在

第５回（平成２０年度）日本学術振興会賞受賞者一覧
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資料 2-1
  

平成２２年度採用分特別研究員 

電子申請システムによる申請手続の概要 
（申請機関担当者用） 

 
 
 平成２２年度採用分特別研究員の申請は、申請者が、申請書情報を日本学術振興会電

子申請システム（以下、電子申請システムといいます）により日本学術振興会（以下、

本会といいます）に提出していただくこととなります。 
申請者は、電子申請システムに入力した申請書情報を出力し、申請書の一部として、

別途作成する申請内容ファイルと併せることにより、申請書を作成していただくことに

なります。申請者が作成した申請書は、従来どおり申請機関においてとりまとめて提出

していただきます。 
 なお、電子申請システムにより申請書情報が本会に提出されていない場合、申請書の

提出があっても申請書類を受け付けたことにはなりませんので、留意してください。  

以降では、電子申請システムを利用するに際して申請機関において必要となる手続に

ついて、その概要を記しますので、募集要項、申請書作成要領、事務担当者用チェック

要領と併せて参照してください。 

 具体的な手続の詳細は、「電子申請のご案内」ページ（http://www-shinsei.jsps.go.jp/）
及び「申請機関担当者向け操作手引（詳細版）」（４月以降に更新版を公開予定）を参照

してください。 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

               本件問い合わせ先 
                 総務部研究者養成課 特別研究員募集担当 
                  電 話 ０３－３２６３－５０７０ 
                  ＦＡＸ ０３－３２２２－１９８６ 

                     〒102-8472 東京都千代田区一番町８番地 
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１．概要 

〔1〕 電子申請について 

 電子申請は、申請手続をインターネットを利用して行うシステムです。本会では、研

究者養成事業のうち、特別研究員について電子申請システムによる申請受付を行います。  
 はじめて電子申請システムを利用する場合には、最初に申請機関による事前準備と申

請者のＩＤ・パスワード発行が必要となります。 

※ 申請書情報を電子申請システムを通じて提出し、申請書は従来通り、必要部数を

本会に提出する必要があります。 

※ 電子申請システムを通じて本会に提出された申請書情報の最終的な電子情報と申

請機関を通じて提出された申請書の内容が異なる場合、当該申請が無効となります。 

 

〔2〕 申請書について 
 
  申請書は、「申請書情報」及び「申請内容ファイル」で構成されます。 
 

（申請書情報） 
 従来の申請カードに相当するものであり、申請者がＷｅｂ上で必要な情報を入

力することにより電子申請システムに作成されます。（その内容は、電子申請シス

テムより自動的に申請書の一部として出力されます） 
（申請内容ファイル） 

 従来の申請書のうち、申請書情報に関連する部分を除いた「現在までの研究状

況」「これからの研究計画」「研究業績」欄など、申請者の具体的な研究内容等を

記載していた部分に相当します。本会ホームページから取得したＷｏｒｄ等の申

請内容ファイル様式に記入し作成します。 

 

〔3〕 申請機関について 

 特別研究員の申請は、「研究に従事する機関」として予定している機関（以下、申請機

関といいます）を通じて行うこととなっています。 

 ただし、ＤＣ１に申請予定で、来年度博士に入学する予定の場合は、現在修士として

在学している大学院を通じて申請手続を行うこととなっていますので、申請機関は、在

学又は出身大学院となります。 

 なお、以下において「申請機関担当者」の業務となっているもののうち一部は、各機

関の事情に応じて、「申請機関の部局担当者」が行う場合があります。 
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２．申請スケジュール 

 

 

 ３月２日  ・・・ 平成２２年度採用分特別研究員募集要項送付 

※ 募集要項は、本会ホームページでも公開します。また、申

請者は申請内容ファイルをダウンロードすることができます。 

 

 
 ３月中旬～ ・・・ 申請機関において、申請者からのＩＤ・パスワード発行依頼とりまとめ 
 

※ 申請機関内の受付時期は、各申請機関において決めてく 
 ださい。 

            ※ 既に e-Rad 電子証明書及び申請機関担当者用ＩＤ・パス 
ワードを取得している機関では、申請者へＩＤ・パスワード
を発行することができます。 
 なお、昨年度ＩＤ・パスワードを発行された者が、今回も 
同一機関から申請する場合は、発行済のＩＤ・パスワードを 
利用することが可能です。 

※ 申請者は、４月以降に、電子申請システムへログインし、 
申請書情報を入力する作業が可能となります。 

 

 

 ４月上旬～ ・・・ 平成２２年度採用分特別研究員の電子申請システム受付開始 

            
申請者において申請書情報の入力・確認 

           申請者から申請機関へ申請書等の提出 

申請機関において申請書等のとりまとめ 

            ※ 申請機関内の受付締切は、各申請機関において設定してく 
ださい。 

 
 
 ５月１３日  ・・・ 申請書（ＲＰＤ）受付 
～５月１５日      

 
申請リスト確定の実行 → 申請書情報を本会へ提出（送信） 

           申請機関担当者において申請書を本会へ提出（郵送等) 
 
 

６月３日   ・・・ 申請書（ＤＣ１，ＤＣ２，ＰＤ）受付 
～６月５日        
 

申請リスト確定の実行 → 申請書情報を本会へ提出（送信） 
申請機関担当者において申請書を本会へ提出（郵送等）    
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３．申請機関における事前準備 

 
〔1〕 利用環境の確認について 

 
(1)オペレーティングシステム(OS)  

    Microsoft Windows 2000  
    Microsoft Windows XP  
  Microsoft Windows Vista 
    Mac OS9  
    Mac OSX  
 
 (2)動作確認済みの WWW ブラウザ  
 
 IE6.0 IE7.0 Firefox2.0 Netscape7.1 Safari2.0 
Windows 2000 ○ － ○ － － 
Windows XP ○ ○ ○ － － 
Windows Vista － ○ ○ － － 
Mac OS9 － － － ○ － 
Mac OSX － － ○ ○ ○ 

 
※ 詳細は、本会ホームページ「電子申請のご案内」ページから、「ご利用環境に 
 ついて」をご覧ください。（http://www-shinsei.jsps.go.jp/usage/usage1.html） 

 

〔2〕 事前準備（電子証明書・申請機関のＩＤ・パスワードの発行依頼、 

インストール）について 
 

(1) 研究機関登録申請書（様式）取得 
本会電子申請システムでは e-Rad 電子証明書を使用しているため、e-Rad ホーム

ページより、「所属研究機関登録申請書」をダウンロードします。 
すでに同一機関内で所属研究機関登録がお済みであり、担当者の電子証明書が不

足する場合は、事務分担者登録／削除申請書をダウンロードしてください。 
（※詳細については、e-Rad ホームページ「システム利用に当たっての事前準備」

（http://www.e-rad.go.jp/shozoku/system/index.html）をご確認ください。） 
 

(2) 研究機関登録申請書記入 

  申請書に必要事項を記入のうえ、府省共通研究開発管理システム（e-Rad）運用担

当まで郵送します。 

 

(3) e-Rad 研究機関登録完了 

  府省共通研究開発管理システム（e-Rad）運用担当から所属研究機関通知書及び電

子証明書（事務代表者及び申請された事務分担者用）が送付されます。 
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(4) e-Rad 電子証明書インストール 

  e-Rad より発行された電子証明書を、電子申請システムを利用するパソコンにイン

ストールします。インストール方法については、e-Rad 操作マニュアルを参考に行っ

てください。 

※e-Rad 所属研究機関向け操作マニュアル 

（http://www.e-rad.go.jp/shozoku/manual/index.html） 

 

(5) 電子申請システム利用申請書（研究者養成事業用）取得  
特別研究員の申請を行う予定の申請機関においては、本会に電子申請システム利 

用申請書を提出し、申請機関担当者用ＩＤ・パスワードを取得する必要があります 
ので、「電子申請のご案内」ページ（http://www-shinsei.jsps.go.jp/）より、研究者 
養成事業用の電子申請システム利用申請書をダウンロードしてください。 

 
(6) 電子申請システム利用申請書（研究者養成事業用）記入 

  申請書に必要事項を記入のうえ、本会の受付窓口まで郵送します。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

●電子申請システム利用申請書提出先 
〒102-8471 東京都千代田区一番町６番地 
独立行政法人日本学術振興会 総務部企画情報課システム管理係 
電話（03）3263-1902, 1913 

※ 利用者用 ID・パスワードの取得には、1 週間程度かかります。 
※ 提出にあたっては、返信用角型２号封筒（Ａ４用紙が折らずに入るサイズ。返

信用切手（１２０円）を貼付し、返送先を必ず記載すること。）を同封してくださ

い。 
※ 「部局担当者追加」の申請の場合には電子メールのみでご連絡いたしますので、

返信用封筒は不要です。 
※ 部局担当者が直接本会へ電子申請システム利用申請書を提出することはできま

せん。 

(7) ＩＤ・パスワード取得  
本会から申請機関担当者用のＩＤ・パスワードが郵送されます。 

 以上で、電子申請システムを利用するための手続きはすべて完了となります。 
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※申請機関における事前準備の流れ 
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〔3〕 部局担当者に対するＩＤ・パスワードの発行について 
  

申請機関の部局担当者は、申請機関担当者の処理の一部（下表参照）を分担するこ

とができます。申請機関担当者と部局担当者の作業分担の振分は、各機関内で取り決

めてください。 

 

  申請機関担当者 部局担当者 

登録されている申請機関情報の確認・修正 ○ × 

部局担当者管理（登録・修正・削除） ○ × 

申請者管理              

 申請者情報の登録（ＩＤ・パスワード発行） ○ ○ 

 申請者情報の一括登録 ○ × 

 申請者情報の検索 ○ ○ 

 申請者情報の修正・削除 ○ ○ 

 申請者情報の一括削除 ○ × 

 パスワードの再設定 ○ ○ 

 パスワードの一括再設定 ○ ○ 

書類取得 ○ ○ 

申請書情報の確定・却下     

 申請者から提出された申請書情報の確認 ○ ○ 

 申請書情報の却下 ○ ○ 

 申請リスト閲覧 ○ ○ 

 申請リスト確定 ○ × 

 提出用申請リスト出力 ○ × 

 申請件数一覧（兼受入承諾書）の出力 ○ × 

処理状況の確認 ○ ○ 

申請機関受付期限の設定 ○ × 

パスワード変更 ○ ○ 
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部局担当者に対するＩＤ・パスワード発行の流れは以下のとおりです。 

 

 

 

(1) ログイン 

申請機関担当者は、本会から郵送された申請機関担当者用ＩＤ・パスワードで 

研究者養成事業の電子申請システムにログインします。 

(2) 申請機関の部局担当者情報登録 

「申請機関担当者向け操作手引（詳細版）」（４月以降に更新版を公開予定）を

参照の上、部局担当者情報を登録し、部局担当者のＩＤ・パスワードを発行して 

ください。登録に必要な部局担当者情報の項目は、「〔4〕申請機関の部局担当者の

登録について」を参照してください。 

  ※ 申請機関において「999」（その他）に該当する部局が多数あり、それらを
複数の部局担当者に分割する必要がある場合は、a01～a99 に分割することが
できます。申請者の部局コードと対応させることにより、「999」（その他）の
部局担当者を振り分けてください。ただし、この a01～a99 のコードは、申請
者が申請書情報の入力に使うことはできません。 

(3) ＩＤ・パスワード発行通知書印刷 

(2)で発行した部局担当者のＩＤ・パスワードを、部局担当者へ渡します。 
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〔4〕 申請機関の部局担当者の登録について 

  部局担当者の登録は、申請機関担当者が電子申請システムの申請機関担当者向けメニュ 

 ーから、下記の項目を入力することにより行います。登録できるのは、「電子申請システ

ム利用申請書（研究者養成事業）」の「研究者養成事業の部局担当者登録数」欄に記載さ

れた人数分のみとなります。登録が完了すると、部局担当者用のＩＤ・パスワードを発行

できるようになります。  

 

 

 

 

 

 

【入力項目】 

   

「担当者部課名」、「担当者係名」、「担当者名(姓,名)」、「担当者連絡先(電話番号他)」、

「部局コード」 

ここでの「部局コード」は、その担当者が分担する部局について登録します。複数指 

定することもできます。 

その部局担当者が参照できる範囲は、ここで登録した部局の申請者及び申請書情報に 

限定されます。 

詳細は、「申請機関担当者向け操作手引（詳細版）」（４月以降公開予定）の「部局担当

者管理」の項を参照ください。 

  

１．部局コードについて 

   

①各試験研究機関（大学及び大学共同利用機関以外）の場合 

部局担当者の登録に当っては、部局コードは、大学及び大学共同利用機関の場合の

み登録します。大学及び大学共同利用機関以外の場合は、「999(その他)」としてくだ

さい。 

②大学及び大学共同利用機関の場合 

ア「部局コード表」に該当するコードがある部局の場合 

 当該コードを使用してください。 

  イ「部局コード表」に該当するコードがない部局の場合 

原則として「999(その他)」としてください。 

ただし、必要に応じて下記２．のように取扱うこともできます。 

 

２．「その他」の部局コードの分割について 

 

 (1) 「a01～a99」のコードについて 

  部局担当者の登録に際して、部局コード表に当該部局に対応するものがない場合は、

原則として「999(その他)」を使用します。 

  ただし、「999(その他)」となる部局の申請予定者数が多く、それらの申請書が混在

しては機関内の整理に支障を来たす場合は、「999」に代えて「a01」～「a99」に振り

分けることができます。 

 

（例）複数ある「その他」部局を、Ａセンターの事務担当者とＣセンターの事務担当

者とで分担する場合 

   
（部局担当者） （担当部局） 

  部局担当者１ 文学研究科 001 
  部局担当者２ 理学研究科 044 
  部局担当者３ アイソトープセンター  396 
  部局担当者４ その他 a01｛Ａセンター999、Ｂ研究施設 999｝ 
  部局担当者５ その他 a02｛Ｃセンター999、Ｄ研究施設 999｝ 
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(2) 「a01～a99」のコードの登録方法 

   申請機関担当者向けメニューにおける部局担当者情報登録の画面で、下記の例のよう 
に部局コード欄に「a01～a99」のコードを入力することにより行います。 

   
（例）ある部局担当者が、「理学研究科 044」と「○○センター」（コード無し）を 

    分担する場合 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
採用後の受入研究者の所属部局が○○センターである PD 申請者は、原則として、 

    当該担当者を通じて、ＩＤデータを登録・申請書の提出を行うことになります。 

 

 (3) 「a01～a99」のコードに関する注意事項 

 

①分割は必要最小限としてください。 

②この「a01～a99」のコードは、機関内において申請機関担当者及び部局担当者の整

理のためのみに設定するものです。 

③「a01～a99」のコードは、申請者による申請書情報の入力では、使用できません。 

（例）出身大学院の研究指導者・現在の研究指導者・採用後の受入研究者の所属部局 

    →「a01～a99」ではなく「999」を使用します。 

④「a01～a99」のコードは、以下の限定した用途でのみ使用することになります。 

ア 申請機関担当者が部局担当者を割当てるとき 上記のとおり。 

イ 申請機関担当者（又は部局担当者）がＩＤ・パスワード発行のため申請者の登

録を行うとき 

当該申請者に係る申請手続を行う部局担当者に対応する「a01」～「a99」のコード 

  を登録します。 
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〔5〕申請者に対するＩＤ・パスワードの発行について 

 申請希望者が研究者養成事業に申請するには、申請者用ＩＤ・パスワードが必要で

す。申請者用ＩＤ・パスワードを発行するのは申請機関担当者（又は申請機関の部局

担当者）となります。申請者用ＩＤ・パスワードの発行の流れは、以下のとおりです。 
  

 

(1) ログイン  

申請機関担当者（又は申請機関の部局担当者）が研究者養成事業の電子申請

システムにログインします。 

(2) 申請者情報登録 

 申請者情報を登録し、申請者のＩＤ・パスワードを発行します。登録に必要 

な申請者情報の項目は、「〔6〕「申請予定者のデータの登録について」を参照し

てください。 

※ 申請者のＩＤ・パスワードは申請機関担当者（又は申請機関の部局担当
者）のＩＤ・パスワードとは異なります。  

※ 申請者のＩＤ・パスワードは国際交流事業・科学研究費補助金事業・研
究者養成事業でそれぞれ発行が必要です。 

※ 申請機関担当者は、事前に申請者の情報をCSVファイルで作成すること
によって一括登録が可能です。なお、申請機関の部局担当者には当該機能は
ありませんので、CSVファイルの収集等を行い、申請機関担当者が一括登録
処理を行ってください。 

(3) ＩＤ・パスワード発行通知書印刷 

発行された申請者のＩＤ・パスワードを印刷して申請者に渡します。  

※ 申請者は、この申請者のＩＤ・パスワードが発行されないと申請するこ

とができません。  

※ 申請者のＩＤ・パスワードは本会からは教えることができません。 
※ 申請者にＩＤ・パスワードを通知する際は、その取扱いに十分注意して
ください。 

 
申請者用ＩＤ・パスワードは、申請機関を変更しない限り次年度以降も引き続き使

用できますので、申請者本人のみならず申請機関においてもＩＤ・パスワードの管理

を厳重に行ってください。 
   平成２１年度以前の特別研究員電子申請に際し、既に発行した申請者用ＩＤ・パス
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ワードを引き続き利用することとするか、一旦全て申請機関においてデータ削除した

上で改めて申請者から発行申請することとするか、申請機関において方針を取り決め

た上で、周知くださるようお願いします。 
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〔6〕申請予定者のデータの登録について 

１．登録に必要な項目 
  
申請機関担当者（又は申請機関の部局担当者）による申請者情報の登録には、申請予

定者に係る次の情報が必要となります。 
「漢字姓」,「漢字名」,「フリガナ姓」,「フリガナ名」,「部局コード」,「部局名」,「生年月日」 

                     
２．「漢字等姓」・「漢字等名」について 
 

(1) 使用可能な文字 
  原則として、申請者の戸籍に記載されている氏名を漢字等により登録してください。 
  ただし、JIS 第 1 水準・第 2 水準(JIS・X0208 規格)にない文字の場合、第 1 水準・

第 2 水準の文字で置き換えて登録してください。置き換える漢字がない場合、全角カ
タカナを使用してください。 

 
 （例）「 」→「吉」 「 」→「松」 「髙」→「高」 「﨑」→「崎」  
    「栁」→「柳」 「桒」→「桑」など 
 
(2) 旧姓等を使用している場合 
  研究上、通称名（旧姓等）を使用している場合は、戸籍上に登記されている姓の後
に（  ）書きで通称名（旧姓等）を併記して登録することができます。 

  又は、本人の希望により、通称名（旧姓等）のみを登録することもできます。 
  ただし、複数の氏名を使い分けることはできません。 
 

   （例）：(フリガナ姓) ガクシン（ヨツヤ）   (フリガナ名) ハナコ        

       (漢字等 姓) 学振（四谷）     (漢字等 名) 花子         
 
  なお、通称名（旧姓等）のみの登録を行ったことによる不利益・不都合等について
本会は一切責任を負いませんので、十分ご注意ください。 

 
(3) 外国人の場合 
  漢字を使用する場合、JIS 第 1 水準・第 2 水準の漢字で表記可能な場合は、それを用

いてください。 
  ただし、JIS 第 1 水準・第 2 水準(JIS・X0208 規格)にない文字の場合、第 1 水準・

第 2 水準の文字で置き換えて登録してください。置き換える漢字がない場合、全角カ
タカナを使用してください。 

   
  （例）本名が「李 振兴」の場合： 

       (フリガナ姓) リ           (フリガナ名) シンコウ        

       (漢字等 姓) 李          (漢字等 名) 振興          
 
     本名が「仉 学振」の場合： 

       (フリガナ姓) チャン         (フリガナ名) ガクシン        

       (漢字等 姓) チャン        (漢字等 名) 学振          
 
  漢字等を使用しない場合、姓・名ともに全角カタカナで登録してください。姓・名
のフリガナについても、略さず入力してください。 

 
  （例）本名が「Isaac Newton」の場合： 

       (フリガナ姓) ニュートン       (フリガナ名) アイザック       

       (漢字等 姓) ニュートン      (漢字等 名) アイザック           
  

３．「フリガナ姓」・「フリガナ名」について 
  それぞれ、全角カタカナ１６文字以内で登録してください。 
 ・濁点、半濁点のついたカタカナも併せて１文字と数えます。 
 ・小文字（拗音「ャ」「ュ」「ョ」促音「ッ」等）は全角カタカナの小文字で入力して

ください。 
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４．「部局コード」「部局名」について 
(1) 「部局コード」 
  申請機関の部局について、その部局コードを登録します。（「申請機関」については「平

成２２年度採用分特別研究員募集要項」の「１１．申請手続」の「（１）申請手続を行う機
関」を参照ください。） 

  従って、ＤＣ２・ＰＤの場合は受入研究者の所属部局コードとなります。特に博士最終
年次在籍者がＰＤに申請する場合、現在在籍する大学院の研究科とは異なることがありま
すので、取り違えないようご注意ください。 

  なお、ＤＣ１・ＤＣ２については、現在の研究指導者／採用後の受入研究者は原則とし
て大学院の指導教員であるため、通常は申請する大学院学生が在籍する研究科と同じ部局
コードを登録します。ただし、大学によっては、研究所等の教員が大学院研究科担当の教
員となっているものについては、当該研究所等の部局コードを登録する取扱いとされてい
る場合もありますので、どちらのコードを用いるか申請機関担当者からの指示により確認
の上、手続きを進めてください。 

  いずれにせよ、部局担当者を設けている機関の場合、その申請者を受け持つ部局担当者
の担当部局として登録された部局コードと整合性のあるものとすることが必要です。 
 ※「a01」～「a99」のコードを用いた場合 

  当該部局に対応する部局コードが無く「その他」となる分を複数の部局担当者で分担するため「a01」～「a99」

のコードを割り当てた場合は、当該申請者に係る申請手続を行う部局担当者に対応する「a01」～「a99」のコー

ドを登録します。 

(2) 「部局名」 
  「部局名」の項目は、通常は空欄となります。 
  当該部局に対応する部局コードがコード表にないため、「999」又は「a01」～「a99」(そ

の他)を用いる場合のみ、具体的な当該部局の名称を漢字等で登録することが必要です。 
 

５．「生年月日」について 
  西暦で登録してください。 
  一括登録を行う場合は、半角数字８桁で登録してください。 

（例：1980 年 1 月 2 日の場合 →「19800102」） 
 

６．一括登録を行う場合のＣＳＶフォーマット 
  申請機関担当者において、一括登録する場合のフォーマットは以下のとおりです。 
  なお、部局担当者用メニューには一括登録の機能がありませんので、数が多い場合は申請機

関担当者において、部局担当者からお取りまとめいただいた上登録してください。 
 

項目名 必須 or 任意 内容 

氏名（漢字等-姓） 必須 申請者の氏名(姓)を漢字等で 16 文字以内で登録します。※1 ※2

氏名（漢字等-名） 任意 申請者の氏名(名)を漢字等で 16 文字以内で登録します。※1 ※2

氏名（フリガナ-姓） 必須 申請者の氏名(姓)のフリガナを全角カタカナ16 文字以内で登録し
ます。 ※3 

氏名（フリガナ-名） 任意 申請者の氏名(名)のフリガナを全角カタカナ16 文字以内で登録し
ます。 ※3 

部局名（コード） 必須 部局コードを半角数字 3 桁で登録します。部局コード表に該当が
なく「その他」となる分を複数の部局担当者が分担するため「a01」
～「a99」に分割した場合は、そのコードを登録します。 

部局名 任意 部局コードが「999」又は「a01」～「a99」(その他)を用いる場合
のみ、具体的な当該部局の名称を 50 文字以内で登録します。 ※1 
※2 ※3 ※4 

生年月日 必須 生年月日（西暦）を半角数字 8 桁で登録します。 
（例：1980 年 1 月 2 日の場合 →「19800102」） 

 注 ※１ 半角も１文字と数えます。 
   ※２ 濁点・半濁点のついた全角かな文字は１文字と数えます。 
   ※３ 濁点・半濁点のついた全角カナ文字は１文字と数えます。 
   ※４ 従って「部局名」の項目には、通常は入力しません。 
 
 （CSV データ例） 

（例１）申請,一郎,シンセイ,イチロウ,103,,19701122 
 （例２）申請,二郎,シンセイ,ジロウ,999,○○センター,19701122 
 （例３）申請,三郎,シンセイ,サブロウ,a01,○○センター,19701122 
 （例４）ニュートン,アイザック,ニュートン,アイザック,103,,19701122 
 （例５）鈴木（田中）,一郎,スズキ（タナカ）,イチロウ,103,,19701122 
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４．申請者が行う申請書の作成・送信 

 〔1〕 申請書の作成・送信について 

 

(1)  ログイン 

申請者のＩＤ・パスワードで電子申請システムにログインします。  

(2) 申請書情報送信  

申請書情報を「申請書情報入力」画面から入力・送信します。 

(3) 申請書情報確認  

送信完了後、PDF 形式に変換された申請書情報をダウンロードし、内容に不備 

 がないか確認します。 

※ 申請内容確認のために PDF 形式に変換された申請書情報には、「提出確認

用」の表示がされています。申請機関へは、「完了」処理後に生成される「提

出確認用」の表示がない申請書情報を印刷し、提出してください。 

(4) 申請書情報ファイル確認完了 

確認を完了すると、申請機関担当者（又は申請機関の部局担当者）が申請書

情報を確認・確定できるようになります。また、確認を完了すると、申請機関

担当者が確認する申請リストに表示されます。 

(5) 印刷  

PDF形式に変換された申請書情報を印刷し、別途作成した申請内容ファイル

（Word等）と併せ、申請書を作成します。 

(6) 提出 

作成した申請書について、指示された必要部数を申請機関担当者へ提出しま

す。 

※ 申請機関担当者によって確定されない限り、申請書情報は本会に受理さ 

 れません。 

 15



※ 学振受付期限とは、申請機関担当者が申請書情報を確定する期限のこと

です。 

※ 本会の申請受付期間の最終日以前に「申請書情報」に記載する内容に変 

 更が生じた場合は、必ず電子申請システムを通じて、それ以前に登録した 

電子情報の修正を行った上で、「申請書情報」を印刷したものを用いてくだ 

さい。紙媒体の「申請書情報」のみで変更を行わないでください。修正・ 

削除を行った場合は、必要に応じ申請機関に連絡してください。 

※ 本会には、電子申請システムを介して申請書情報が提出され、申請機関 

 から申請書が提出されます。 

 

５．申請機関担当者による申請書のとりまとめ 

 
 申請機関担当者が電子申請システムにより申請書情報を確定すると、本会には、電子申

請システムを通じて申請書情報が提出されます。申請書情報を確定後、申請機関は申請書

を必要部数とりまとめ、本会に提出してください。 
 とりまとめにあたっては、募集要項、申請書作成要領、事務担当者用チェック要領を参

照の上、チェックくださるようお願いします。 
 

 

(1) ログイン  

申請機関担当者（又は申請機関の部局担当者）のＩＤ・パスワードで電子申請シ

ステムにログインします。 
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(2) 申請書及び申請リスト確認  

申請資格毎の「申請リスト」を参照して別途提出された申請書の内容・版数と件

数が一致しているか確認します。（申請書情報（Web 上で入力）部分の必須項目、桁

数チェック等の基本的なチェックは電子申請システム上で行っています。） 

※ 申請書に付された受付番号は、連続した番号とはなりません。 

※ 申請機関担当者（又は申請機関の部局担当者）は、必要に応じて申請書情

報を却下することができます。却下された申請書情報は、本会に提出されま

せん。 

※ 申請者が申請書情報確認画面で「完了」処理を実行していない状態で印刷

した場合、申請書情報には「提出確認用」と表示されています。「提出確認用」

と表示された申請書が提出された場合は、申請者に「完了」処理を実行する

ように指示し、「提出確認用」と表示されていない申請書情報を提出させてく

ださい。 

(3) 申請リスト確定 

提出する申請書が揃ったら、「申請リスト」を「確定」して「提出用申請リスト」

及び「申請件数一覧（兼受入承諾書）」を出力します。確定された申請書情報が本

会の電子申請システムに到達すると、申請機関担当者に通知メールが送られます。 

※ 申請リストの確定は、申請機関の部局担当者は行えません。 

(4) 提出 

とりまとめた申請書一式を本会へ提出します。 

※ 本会には、電子申請システムを通じて申請書情報が提出され、申請機関か

ら申請書が提出されます。「申請リスト」を「確定」させない限り、申請書情

報は本会には提出されません。 

※ 「申請リスト」が「確定」されると当該申請資格については、申請者によ 

る申請書情報の新規入力や修正はできなくなりますので、ご注意ください。 

 

受付番号について 

受付番号は、申請者が申請書情報を電子申請システムに送信し、PDF に変換された際

に付番され、申請書情報ファイル(PDF)に出力されます。 
※ 申請書に付された受付番号は、連続した番号とはなりません。 

 
申請書の並び替え 

申請書類のとりまとめ・提出にあたっては、募集要項において定められたとおり整理 
し、必要部数を提出していただく必要があります。 
申請機関担当者が確定する「申請リスト」の表示順に並び替えて「申請件数一覧（兼 

受入承諾書）」及び「提出用申請リスト」を添付の上、提出することになります。 
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６．申請者へ周知いただく事項 

申請機関におかれては、「電子申請のご案内」ページ（http://www-shinsei.jsps.go.jp） 
 の「申請者向け操作手引（簡易版及び詳細版）」（４月以降に更新版を公開予定）を参照 

するようご指導いただく他、以下についても周知・ご指導をよろしくお願いいたします。 
 

(1) 募集要項の周知について 

 募集要項は、本会「特別研究員」のホームページ（http://www.jsps.go.jp/j-pd/index.html）

の「申請手続き」の「募集要項（PD･DC2･DC1）」及び「募集要項（RPD）」に公開しています。

このページから、申請書のうちの「申請内容ファイル」をダウンロードすることができ

ますので、研究計画・研究業績等については準備を進めるようご指導ください。 

 申請書のうち「申請書情報」の部分については、電子申請システムに入力して作成す

ることとなりますが、申請者が電子申請システムに入力できるようになるのは、４月以

降、平成２２年度採用分特別研究員の電子申請システム受付開始後となります。 

 なお、入力に先立ち、採用後の受入研究者については、必ず受入研究者本人から予め

了承を得た上で準備を進めるようご指導くださるようお願いします。 

 

(2) 機関において改組・統合、５年一貫制等の特記事項がある場合について 

 申請者が電子申請システムに入力する学歴等の情報が統一されるよう募集要項の周知

の際、ご指導くださるようお願いします。 

 

(3) 申請者から申請機関へのＩＤ・パスワード発行依頼方法について 

 申請予定者から申請機関にＩＤ・パスワード発行依頼の書面を提出させる等の方法に

より、申請予定者を取りまとめ願います。具体的な方法・機関内締切は、各申請機関に

おいて取り決め、周知くださるようお願いします。 

なお、申請機関担当者（又は申請機関の部局担当者）による申請者情報の登録には、「氏

名（漢字姓、漢字名、フリガナ姓、フリガナ名）」、「部局コード」、「生年月日」が必要と

なります（ただし、部局コードが「その他」の場合は「部局名」を追加）。詳細は、「申

請機関担当者向け操作手引（詳細版）」（４月以降に更新版を公開予定）を参照してくだ

さい。 

 また、登録にあたって、特別研究員の申請資格には、年齢についての要件があります

ので、募集要項を参照いただいた上、ご確認くださるようお願いします。 

 

(4) 申請機関における「申請書情報の入力期限」及び「申請書の提出期限」について 

 申請者から申請機関への「申請書情報の入力期限」は、各申請機関担当者において取

り決めいただいた上、電子申請システムに登録してください。申請者は各自の申請機関

における締切日を電子申請システムで確認することが可能となります。 

「申請書の提出期限」は、別途機関内で取り決めいただいた上、周知くださるようお

願いします。詳細については、「申請機関担当者向け操作手引（詳細版）」（４月以降に更

新版を公開予定）を参照してください。 



資料 2-2 

 

電子申請システムの画面イメージ 

 

 

１．申請機関担当者による部局担当者の登録        ・・・・・・・・・・・ ２ 

 

２．申請機関担当者（又は部局担当者）による申請者の 

  ＩＤ・パスワード発行（個別登録の場合）       ・・・・・・・・・・・ ５ 

 

３．申請機関担当者による申請者のＩＤ・パスワード発行 

  （ＣＳＶファイルで申請者を一括登録する場合）    ・・・・・・・・・・・ ８ 

 

４．申請機関担当者による受付期限設定          ・・・・・・・・・・・１０ 

 

５．申請者による申請書情報の登録・送信         ・・・・・・・・・・・１２ 

 

６．申請機関担当者による申請書情報の確認、申請リストの確定 ・・・・・・・・・２１ 

 

７．申請機関担当者による提出用申請リスト・申請件数一覧 

  （兼受入承諾書）の出力               ・・・・・・・・・・・２４ 
 

８．申請者及び申請機関担当者（又は部局担当者）による選考結果の確認  ・・・・・２６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 画面は開発中のイメージであり、実際の画面とは異なる場合があります。

  実際の操作に当っては、４月以降公開予定の 研究者養成事業「申請機関

担当者向け操作手引」、「申請機関の部局担当者向け操作手引」、「申請者向

け操作手引」を参照してください。 

（電子申請のご案内ＨＰ・・・http://www-shinsei.jsps.go.jp/） 
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１．申請機関担当者による部局担当者の登録 

１－(1) 「申請機関担当者向けメニュー」画面で、［部局担当者管理］をクリックします。 

 

 

１－(2) 「部局担当者情報一覧」画面が表示されます。 

 電子証明書発行依頼書に記載した「部局担当者人数」分の「部局担当者ＩＤ」が表示さ

れます。 

    ［登録］ボタンをクリックします。 
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１－(3) 「部局担当者情報登録」画面が表示されます。 

        登録する部局担当者の担当部課名、氏名等を入力します。また、担当する部局コードを    

       指定することもできます。入力が終わったら[ＯＫ]をクリックします。 

 

 

１－(4) 「部局担当者情報登録確認」画面が表示されます。 

     内容を確認し、[ＯＫ]をクリックします。 
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１－(5) 「部局担当者登録通知書」画面が表示されます。 

 部局担当者のパスワードは「部局担当者登録通知書」にしか表示されないので、印刷し

て別途電子メールにて送付された電子証明書ファイルとともに部局担当者へ渡してくださ

い。 

 

 

１－(補足)「部局担当者情報一覧」画面で部局担当者の修正、削除を行うこともできます。 
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２．申請機関担当者（又は部局担当者）による申請者のＩＤ・ 
  パスワード発行（個別登録の場合） 

              （※ＣＳＶファイルで申請者を一括登録する場合はＰ．８参照） 

 

２－(1) 「申請機関担当者向けメニュー」画面で[申請者管理]をクリックします。 

 

 

２－(2) 「申請者登録」をクリックします。 
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２－(3) 「申請者登録」画面が表示されます。 

     登録する申請者の情報を入力し、［ＯＫ］をクリックします。 

 

 

２－(4) 「申請者登録確認」画面が表示されます。 

     内容を確認し、［ＯＫ］をクリックします。 
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２－(5) 「申請者登録通知書」画面が表示されます。 

 申請者のパスワードは「申請者登録通知書」にしか表示されないので、印刷して申請者

へ渡してください。 

 

 
２－(6) ［ＯＫ］をクリックし、「申請者管理メニュー」画面に戻ります。 
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３．申請機関担当者による申請者のＩＤ・パスワード発行 
  （ＣＳＶファイルで一括登録する場合） 
                     （※画面で一人づつ個別登録する場合はＰ．５参照） 

 

３－(1) 「申請機関担当者向けメニュー」で[申請者管理]をクリックします。 

 

 

３－(2) 「申請者管理メニュー」画面が表示されます。 

    [申請者一括登録]をクリックします。 
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３－(3) 「申請者一括登録」画面が表示されます。 

    あらかじめ作成しておいた申請者情報 CSV ファイルを選択し、［一括登録］をクリック 

   します。 
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３－(4) エラーなく処理が完了すると、「申請者一括登録完了」画面が表示されます。 

 ［ID・パスワード通知書出力］をクリックして ID・パスワード通知書をダウンロードし

て保存してください。申請者のパスワードはこの ID・パスワード通知書ファイルにしか表

示されませんので、必ずダウンロードして印刷し、申請者へ渡してください。 

※ 申請者１人に対してひとつの ID になります。 

 

 

３－(5) ［ＯＫ］をクリックし、「申請者管理メニュー」画面に戻ります。 

 
 



４．申請機関担当者による受付期限設定 

４－(1) 「申請機関担当者向けメニュー」画面で、[申請機関受付期限設定]をクリックします。 

 

 

４－(2) 「申請機関受付期限確認」画面が表示されます。 

   受付期限を設定する申請資格の表の右欄の「修正」をクリックします。 
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４－(3) 「申請機関受付期限設定」画面が表示されます。 

設定したい申請機関受付期限を入力します。「ＯＫ」をクリックし、「申請機関受付期限

確認」画面に戻ります。 
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５．申請者による申請書情報の登録・送信 

５－(1) 「申請者向けメニュー」画面で、[申請書新規作成]をクリックします。 
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５－(2)  申請する申請資格の[申請書情報入力]をクリックします。 

 

 



５－(3) 「申請資格等に関する確認」画面が表示されます。内容を確認し、［OK］をクリック 
       します。 

 

 

５－(4) 「申請書情報入力」画面が表示されます。 
     申請書情報を入力します。 
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（次ページに続く） 

 
 
 
 



 

 
（次ページに続く） 
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５－(5)  入力内容を確認し、［次へ進む］をクリックし、「申請情報入力確認」画面が表示され 
    ます。 

 

 
５－(6) 「申請情報入力確認」画面において、入力内容を再度確認し、「次へ進む」をクリック

すると、申請書情報を PDF ファイルに変換します。 

 
   （処理中メッセージが表示されます。） 
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５－(7) 「申請書情報確認」画面が表示されます。 
    まず、申請書情報の内容に不備がないか確認するために、［申請書情報の確認］をクリッ

クし PDF ファイルを作成します。 

 

 
   申請書情報の PDF ファイルを開く場合は、「パスワードを入力」欄にログインパスワード

を入力して［ＯＫ］をクリックします。 
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５－(8)  PDF ファイルの内容に不備がなければ「申請書情報確認」画面に戻り、［完了］をク 
       リックします。 

 

※1 ダウンロードした PDF ファイルの内容に不備があった場合は［申請書情報修正］をクリッ

クして「申請書情報入力」画面に戻って、再度申請書情報の入力、または申請内容ファイルの差

し替えを行うか、［申請書情報削除］をクリックして作成中の申請書情報を削除します。 

※2 ［完了］をクリックしないと作成された申請書情報を申請機関担当者が確認することができ

ませんので、必ず［完了］をクリックしてください。 

 
５－(9) 「申請書情報確認完了確認」画面が表示されます。［OK］をクリックします。
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５－(10) 「申請書情報確認完了」画面が表示されます。［OK］をクリックします。 

 
 

５－(11) 「処理状況一覧」画面が表示されます。 
表の右端の「申請状況」が「申請機関受付中」となっていれば、申請者による申請書

情報の登録・送信の作業は完了です。 
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５－(補足) Ｗeb 入力した「申請書情報」を完了前にダウンロードした場合は、申請書 PDF ファ 
     イルの申請書情報部分の背景に『提出確認用』の透かし文字が表示されます。 
           申請書の提出にあたっては、完了後の『提出確認用』の透かし文字がないものをご提 
         出ください。

X 

 20



６．申請機関担当者による申請書情報の確認、申請リストの確定 

 

６－(1) 「申請機関担当者向けメニュー」画面で、出力しようとする事業の［申請リスト・申請

件数一覧（兼受入承諾書）出力］をクリックします。 

 

 

６－(2) 「申請リスト一覧」画面が表示されます。 

    確定処理を行おうとする申請資格の申請リストの[表示]をクリックします。 
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６－(3)  「申請リスト」画面が表示されます。紙で提出された申請書に過不足がないか、申請

リストの版数と同一か確認してください。 
確認後、申請リストを確定して出力する場合には［確定］をクリックします。 

     （注：確定しないと日本学術振興会へ申請書を提出することができません。） 

 
 

６－(4)  「申請リスト確定」画面が表示されます。 
     ［ＯＫ］ボタンをクリックすると、申請者リストが確定されます。 
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６－(5)  「申請リスト確定完了」画面が表示されます。 

[ＯＫ]をクリックすると「申請リスト一覧」画面に戻りますので、他の区分について

も同様に確定処理を行ってください。全ての区分の申請リストを確定したら、提出用申

請リスト・申請件数一覧（兼受入承諾書）を出力し、他の書類とともに日本学術振興会

に提出してください。 
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７．申請機関担当者による提出用申請リスト・申請件数一覧（兼受入 

  承諾書）の出力 
 
７－(1) 「申請リスト一覧」画面を表示して、提出用申請リストの［ダウンロード］をクリック  
    し、PDF ファイルをダウンロードします。 
   ※ 提出用申請リストの［ダウンロード］は、申請リストを確定しないと表示されません。 

 
７－(2) ［申請件数一覧（兼受入承諾書）出力］をクリックして、Word ファイルをダウンロード  
    します。 

 
 
※ 申請件数一覧（兼受入承諾書）は、全ての申請資格の申請リストを確定させてから出力

し、内容を確認してください。 
 

７－(3) ダウンロードした提出用申請リスト（PDFファイル）、申請件数一覧（兼受入承諾書）（Word  
      ファイル：必要事項を入力してください。）をそれぞれ印刷し、申請リストに表示された順 
      番に申請書を綴じて、日本学術振興会へ提出します。 
     詳細は、募集要領を参照してください。 
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７－(補足) 申請件数一覧（兼受入承諾書）の差し込み印刷が何らかの理由で実行できない場合は、 
         こちらをクリックすると、様式がダウンロードできますので、必要事項を入力し提出 
     してください。 
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【参考】申請件数一覧（兼受入承諾書）のサンプル〈Word〉 

 



８．申請者及び申請機関担当者(又は部局担当者)による選考結果の確認 

       (申請者及び申請機関担当者(又は部局担当者)は、ＩＤ・パスワードで電子申請システムホームページ
にアクセスし、選考結果を確認することができます。） 

 

８－(1)  申請者の場合は「申請者向けメニュー」画面を表示して、［処理状況確認・申請書作成 
       再開］をクリックします。 

 
    
８－(2)  申請機関担当者の場合は「申請機関担当者向けメニュー」画面を表示して、［申請書 
    情報管理］をクリックし、申請書情報一覧を表示させます。 
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資料 3-1

事    務    連    絡  
平成２１年 ３ 月 ２ 日 

 
 
 
 
関係各研究機関の研究者養成事業担当課長 殿 
 

独立行政法人日本学術振興会 
総務部 研究者養成課長  

大 城  功 
 
 

平成２２年度採用分特別研究員の募集について 
 
 
 本会の諸事業につきましては、平素から種々ご高配を賜わり厚く御礼申し上げます。 
 特別研究員の申請書類については、電子申請手続に併せて必要書類が提出された場合のみ、有

効な申請となります。 
申請書電子情報の本会への送信と併せて、申請書類を提出される際には、「電子申請システム」

により出力される別添１「平成２２年度採用分特別研究員申請件数一覧（兼受入承諾書）」と、別

添２「平成２２年度採用分特別研究員申請リスト」を必ず添付してください。 
また、年々の関連事務量の増大に伴い、記入の誤りと思われる事項が発見されても、限られた

審査日程の中で本会から個別に貴機関に照会することは困難になっておりますので、別添３「平

成２２年度採用分特別研究員申請書提出にあたっての事務担当者用チェック要領」をご参照の上、

提出書類に不備、不足や誤りがないか、提出前にあらためて点検くださるようお願いします。 
電子申請手続、ならびに申請書類に誤り等があるものは、「書類不備」として取り扱われ、選考

の対象となりませんので、十分ご注意ください。 
 
 

               本件問い合わせ先 
                 総務部研究者養成課 特別研究員募集担当 
                  電 話 ０３－３２６３－５０７０ 
                  ＦＡＸ ０３－３２２２－１９８６ 
                  〒102-8472 東京都千代田区一番町８番地 



別添１ 
 

機関コード ○○○○  
 

平成２２年度採用分特別研究員申請件数一覧（兼受入承諾書） 

 

                          平成  年  月  日

独立行政法人 

日本学術振興会理事長 殿 

 

                所 在 地 

名  称  ○○○○○○○ 

                機関長職・氏名             職印 
 
 

 平成２２年度採用分特別研究員申請に関し、下記の件数について、別添のとおり申

請書を提出します。 
また、PD申請者が特別研究員に採用された場合は、当機関で研究に従事すること

を承諾します。 

記 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

申請資格 件 数 

DC1  

DC2  

P D  

合計  

 

担当部局   

担当者名   

連絡先住所   

電話番号                     内線 

ＦＡＸ番号   

【この様式は見本です。】 

 「電子申請システム」より印刷してください。 

 



【この様式は見本です。】 

「電子申請システム」より印刷してください。 
別添２

平成２２年度採用分特別研究員申請リスト

ＤＣ１　計　１０件

Ｎｏ
受付
番号

版 申請者氏名 受入研究者氏名 受入研究者所属・職 特記 添付書類

1 135 1 ○○　○○ ○○　○○ ○○○大・文学・准教授

2 308 1 ○○　○○ ○○　○○ ○○○大・文学・准教授

3 587 2 ○○　○○ ○○　○○ ○○○大・法学・准教授

4 111 1 ○○　○○ ○○　○○ ○○○大・理学・教授 有 休

5 207 1 ○○　○○ ○○　○○ ○○○大・理学・教授 休

6 565 1 ○○　○○ ○○　○○ ○○○大・理学・教授

7 1422 1 ○○　○○ ○○　○○ ○○○大・工学・教授

8 165 2 ○○　○○ ○○　○○ ○○○大・○○センター・教授 臨

9 505 1 ○○　○○ ○○　○○ ○○○大・○○センター・教授

10 1201 1 ○○　○○ ○○　○○ ○○○大・○○センター・教授 有

「添付書類」欄の略語　理：出身研究室選定理由書　休：休学証明書　外：外国人登録済証明書（永住許可）　臨：臨床研修の期間を証明する書類

【この様式は見本です。】 

「電子申請システム」より印刷してください。 



別添３ 

平成２２年度採用分特別研究員申請書提出にあたっての事務担当者用チェック要領 

 
 申請書類をとりまとめて本会あて提出いただくにあたり、例年、申請資格不備、書類不備にて選考の対

象外とせざるを得ない案件が発生しております。各機関におかれましては、いま一度、中身を精査してい

ただくようお願いします。 
平成２２年度申請における申請書類の提出方法、また特に注意して点検いただきたい事柄を、以下に掲

げますので、提出前に確認してください。 
 また、本事業は「電子申請システム」で申請受付を行います。申請者から提出される「申請書」は、「電

子申請システム」に入力した情報を印刷する「申請書情報」とワープロや手書き等で作成される「申請内

容ファイル」を併せたものです。 
申請者が「電子申請システム」内で一度「完了」の処理をした「申請書情報」の記載内容を訂正する場

合、事務担当者は「電子申請システム」内で当該申請者の「申請書情報」の「却下」の処理をします。そ

の後、申請者本人が「電子申請システム」上の情報を訂正し、再度「完了」の処理をした後に印刷される

「申請書情報」を提出させてください。 
 なお、いったん取りまとめて本会に提出いただいた後に、追加することは認められませんので、ご注意

ください。申請書提出後、論文の採録決定を証明する書類等を改めて送付する申請者が見うけられます。

本会では一切受理できませんので、募集の周知の際にその旨を申請者へ必ずご指導ください。 
 
１．申請書類の提出方法について 

 
（１）提出する申請書類は、「申請件数一覧（兼受入承諾書）」、「申請リスト」を上にして、各申請者より

提出された「申請書」と「評価書」を「申請リスト」の順に重ねて提出してください。 
（２）「申請件数一覧（兼受入承諾書）」と「申請リスト」については、本会の「電子申請システム」より

印刷してください。 
（３）「申請リスト」は、申請資格（ＤＣ１、ＤＣ２、ＰＤ）ごとに別ページで印刷され、各資格にて部局

順・受付番号順に申請者が掲載されます。（受付番号は、申請者が「申請書情報」の入力を完了した

際に自動的に付番されます。） 
（４） 各申請者から提出された申請書は、以下の順番に重ね、１件ずつクリップ留めしてください。 
    ①「申請書原本」：「申請書」並びに該当する申請者のみ添付する書類を 1 部ずつ重ねて左上をホ 

チキスでとめたもの………………………………………１セット 
※該当者のみ添付する書類 
・「論文等の採録決定を証明する書類」、「国際会議等の発表申し込みの受理を証明する書類」：

ＤＣは P.8 の後、ＰＤは P.10 の後に添付 
・「大学院在学当時の所属研究室(出身研究室)選定理由書」：ＰＤ申請書の最後に添付 
・「休学証明書」、「臨床研修の期間を証明する書類」、｢外国人登録済証明書｣：申請書の最後

尾に添付。ＰＤで「大学院在学当時の所属研究室(出身研究室)選定理由書」を添付する者

はその後に添付。なお、複数の証明書を添付する場合、申請書の最後に重ねて添付してい

れば、証明書の前後の順番は問わない。 
    ②「申請書写し」：「①申請書原本」のコピー…………………６セット 

※「休学証明書」、「臨床研修の期間を証明する書類」、｢外国人登録済証明書｣は除く。 
（上記証明書類は「①申請書原本」にのみ添付してあればよい。） 

③「評価書」：原本１部及び写し６部が厳封されている角２封筒（ＰＤは２名分をそれぞれ厳封。 
ＤＣは１名分。） 

1 
 



 
(参考) 申請書の取りまとめイメージ 

 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この順に重ねてください。 

③ 申請書セット ② 申請リスト 
(DC1→DC2→PD の順) 

① 申請件数一覧 

(兼受入承諾書) 

評価書封筒 

写 6
 写 5

 写 4
 写 3

 写 2
 写 1

  
申請書原本 
 

申請者１件ごとにクリップ留めしてください。 

申請書の各セットは、｢申請リ

スト｣の順に並べてください。

 

申請ﾘｽﾄ 
ＤＣ１ 

ＤＣ２ 

ＰＤ 

申請件数一

覧 (兼受入

承諾書) 

 

２．申請書のチェック項目について 

 

（１）全般的な項目 

１）｢申請リスト｣に印刷された申請者の申請書が全て貴機関に提出されているかを確認してください。 
また、「電子申請システム」より印刷した「申請件数一覧（兼受入承諾書）」の申請資格ごとの申

請件数と「申請リスト」の件数が一致しているかを確認してください。 
 
２）機関で申請書を取りまとめる際に印刷する「申請リスト」（別添２）に印字された版数と申請者から

提出された「申請書情報」の左上に印字された版数が同じであるかを確認してください。 
 ※ 申請者が「電子申請システム」内で「完了」処理を実行していない状態で印刷した申請書情報に

は、「提出確認用」と表示されます。「提出確認用」と表示された申請書情報が提出された場合には、

申請者に申請書情報確認画面で「完了」処理を実行するように指示し、「提出確認用」と表示されて

いない申請書情報を提出させてください。 
  ※ 申請書情報の版数は、申請者が「電子申請システム」内で一度「完了」ボタンを押して確定させ

た「申請書情報」を、内容不備等のため申請機関から一旦「却下」した後、申請者が再度「完了」

ボタンを押すと更新されます。版数が異なる場合には、「電子申請システム」上にある「申請書情報」

と申請書に記載された「申請書情報」が異なっていますので、注意してください。 
 
３）「申請リスト」に記載された添付書類が、該当する申請者の申請書に漏れなく添付されているかを確

認してください。 
・申請者が「電子申請システム」で「申請書情報」を入力する際に、申請にあたって該当する添付書

類を申告しています。申告された内容が「申請リスト」（別添２）に表示されていますので、添付し忘
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れがないかを確認してください。 
 「申請リスト」の「添付書類」欄に表示される略号は以下のとおりです。 

理 ＝ 「大学院在学当時の所属研究室（出身研究室）選定理由書」 
    （以下「出身研究室選定理由書」と略記） 
休 ＝ 休学証明書     外 ＝ 外国人登録済証明書  

    臨 ＝ 臨床研修の期間を証明する書類 
 
  ４）「申請リスト」の「特記」欄が「有」となっている場合に、申請書の「⑫博士の状況」欄の「博士

の追記事項」に具体的な学歴の記載があるかどうかを確認してください。 
・申請書「⑫博士の状況」において、学歴に特記事項（編入学等）がある場合、申請者が電子情報

を入力する際に、「博士に係る学歴の特記事項の有無」欄に「有」として入力しています。該当者は

「申請リスト」の「特記」欄に「有」が印字されますので、各申請者の申請資格に沿った学歴の情

報が「⑫博士の状況」欄の「博士の追記事項」に記載されているか、またその学歴情報が申請資格

と合致しているかを確認してください。 
 

５）その他、「平成２２年度採用分特別研究員申請書作成要領」に即して記入されているか、確認願い

ます。 

 

（２）ＤＣ申請書の場合 

 

１）必要な書類が揃っているか、不必要な書類がないかについて 

（ｱ） ＤＣ申請の場合「申請書」は両面で８ページあります（「申請書情報」１～２ページと「申請内

容ファイル」３～８ページ）。原本、写しともにページの抜け落ち、両面印刷ミスがないか、必ず

ご確認ください。たとえページが抜け落ちていても、そのままで審査を受けますので、適正な審

査結果が得られなくなります。 
（ｲ） 提出書類は、「申請書」「評価書」の２種類です。その外に、該当する申請者のみ添付する「※休

学証明書」、「※臨床研修の期間を証明する書類」、「論文の採録決定を証明する書類」、「国際会議等

の発表申し込みの受理を証明する書類」を申請書に添付します（※印は原本のみに添付）。印刷済論

文等の採録決定を証明する書類、論文の別刷等を添付する申請者が見られますが、そのような場合

は、各事務担当者において必ず取り外してください。 
   

２）申請資格等を満たしていることの確認について 

（ｱ）年齢について 

    申請できるのは、平成２２年４月１日現在の年齢が、募集要項に記載の年齢要件を満たす者です。

「医学、歯学又は獣医学系の博士課程」を修了、あるいは在学している者に係る年齢要件について

は、平成２０年度採用分から改定されている点があるので特に注意してください。なお、ここでい

う「医学、歯学又は獣医学系の博士課程」は、４年制の博士課程を指します。医学、歯学又は獣医

学系の研究科等であっても、「博士(医学)」「博士(歯学)」「博士(獣医学)」を授与しない３年制の専攻

の場合は区分制として取り扱います。改定の経緯、経過措置の詳細については、募集要項別添「特

別研究員申請資格等の改定について」(募集要項１１ページ)を参照してください。 
 

（ｲ）研究に従事する機関について 

 ＤＣ１・ＤＣ２の受入研究機関は、正規の大学院博士課程学生として在学する国内の大学となり

ます。大学院設置基準第１３条に基づく「研究指導の委託」により一定期間他大学等で研究を行

う場合でも、(委託前の)在学する大学院が受入機関となります。 
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（ｳ）ＤＣ１、ＤＣ２の在学年次について 

 
※ ＤＣ１、ＤＣ２は、それぞれ平成２２年４月１日時点での在学年次が、次のいずれかとなる者で

ないと申請できません。申請時において休学予定期間がある場合は、平成２２年４月１日時点の在

学年次に特にご留意ください。また、休学証明書と申請書記載の休学期間合計が一致しない場合で、

休学予定期間の有無によりＰＤ、ＤＣ２又はＤＣ１の申請資格区分が変わってしまうときは、事前

に本会へご連絡ください。 
 
ＤＣ１ 

  ・区分制の博士課程後期第１年次 
・後期３年の課程のみの博士課程第１年次 
・一貫制の博士課程第３年次 

  ・医学、歯学又は獣医学系の４年制の博士課程の第２年次（第１年次の者は申請資格がありません。） 
 

ＤＣ２ 
  ・区分制の博士課程後期第２年次、３年次 
  ・後期３年の課程のみの博士課程第２年次、３年次 
  ・一貫制の博士課程第４年次、５年次 
  ・医学、歯学又は獣医学系の４年制の博士課程の第３年次、４年次 
   

※ 平成２２年３月３１日までに博士の学位を取得する見込みがなく、４月１日において博士標準

修業年限を超えて在学することになる者は、申請区分はＰＤとなります。（採用時にはＤＣ２とな

ります。） 
  
（ｴ）外国人の申請について 

    ＤＣ１又はＤＣ２には、外国人留学生も申請することができます。 
 

３）「⑪学歴」と「⑫博士の状況」の記載内容について 

「⑪学歴」欄に記載された学部及び修士の学歴と、「⑫博士の状況」欄の入学年月等の記載内容と

のあいだに、矛盾している点がないかを確認してください。 
 
４）「⑰現在の研究指導者」について 

   所属機関、部局、部局種別、職名が正確に記入されているかを確認してください。 
 
５）「⑱採用後の受入研究者」について 

 所属機関、部局、部局種別、職名が正確に記入されているかを確認してください。 
 
６）「○21審査結果通知先」について 

審査結果通知先は、日本国内に限ります。海外の住所を記入している場合は、日本国内のものに

訂正するようご指導願います。 
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【ＤＣ申請書情報及び添付書類のチェック箇所】 
 申請書情報（Ｗｅｂ上で入力）部分の必須項目、桁数チェック等の基本的なチェックは電子申請システ

ム上で行っています。上述の注意事項に留意した上で、申請書情報及び添付書類等のチェックは下記の項

目について行ってください。 

   

Ｂ 

Ｆ 
Ｅ 

Ｃ 

Ｊ

Ｉ 

Ｈ

Ａ

Ｄ 

Ｇ 

 

Ａ：Ｐ．１の右上隅 

  余白が生じている場合、フェルトペン等で塗りつぶしてください。 

Ｂ：版数 

  「１版」以上の版数となっているか、また「申請リスト」に記載される版数と一致しているかを確認 

してください。 

Ｃ：専門分野 

  誤って「分科細目コード」（４桁の数字）を入力していることが多々ありますので、正しく漢字等で記 

入されているか確認してください。 

Ｄ：申請者氏名 

  指定の登録方法で登録されているか確認してください。（旧姓等を併記する場合や外国人の場合に要注 

意。（「電子申請システムによる申請手続の概要（申請機関担当者用）」Ｐ．１３参照）） 

Ｅ：臨床研修の実績 

  臨床研修の期間を証明する書類の提出が必要な者（医学、歯学又は獣医学の分野で採用時に３５歳若

しくは３６歳となる者）の申請書には、この箇所に、例として「臨床研修の実績：医学（１年以上修了）」

というような文言が印字されます。申請書に当該証明書が添付されているか、証明書の内容が申請要件

を満たしているかを確認してください。また、「11.博士の追記事項」に臨床研修の実績についての詳細

が記載されているかを確認してください。（「申請書作成要領」Ｐ．５参照） 

Ｆ：休学証明書 

  休学証明書の提出が必要な者（博士在学中に休学期間がある者）の申請書には、この箇所に「博士在

学中の休学証明書を添付」という文言が印字されます。申請書に当該証明書が添付されているか、また

証明書の内容が申請書に記載された内容と一致しているかを確認してください。 

Ｇ：博士に係る学歴の特記事項 

  当該特記事項が「有」となっている場合、「⑫博士の状況」欄に記載される各項目に入力された内容の

間で申請資格に係わる整合性チェックが電子申請システム上で行われておりません。各項目に入力され
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ている内容が相互に矛盾無く、申請資格を満たしていることを目視でチェックしてください。また、具

体的な内容が「11.博士の追記事項」に記載されているかを確認してください。 
Ｈ：「現在の研究指導者」等の研究者情報 

  貴機関に所属の研究者が記入されている場合、氏名や所属部局、職名等が正しく記入されているかを

確認してください。 

Ｉ：審査結果通知先 

  日本国内の住所となっているか確認してください。通知先を所属機関等にしている場合、確実に郵便

物が届くよう研究室名等詳細な住所が記載されているかを確認してください。 
Ｊ：「現在の研究指導者」＝「評価書作成者」 

  申請書に添付されている「評価書」が「⑰現在の研究指導者」欄に記載されている指導者によるもの

かを確認してください。 
 
（３）ＰＤ申請書の場合 

 

１） 必要な書類が揃っているか、不必要な書類がないかについて 

（ｱ）ＰＤ申請の場合「申請書」は両面で１０ページあります。（｢申請書情報｣１～２ページと｢申請内容

ファイル｣３～１０ページ）原本、写しともにページの抜け落ち、両面印刷のミスがないか、必ずご

確認ください。たとえページが抜け落ちていても、そのままで審査を受けますので、適正な審査結

果が得られなくなります。 
 
（ｲ）申請者が作成する提出書類は｢申請書｣、「評価書（２名分）」の２種類です。その外に、該当する申

請者のみ添付する「大学院在学当時の所属研究室（出身研究室）選定理由書」、「※外国人登録済証

明書」、「※臨床研修の期間を証明する書類」、「論文等の採録決定を証明する書類」、「国際会議等の

発表申し込みの受理を証明する書類」を申請書に添付します（※印は原本のみに添付）。印刷済の論

文等の採録決定を証明する書類、論文の別刷等を添付する申請者が見られますが、そのような場合

は、各事務担当者において必ず取り外してください。 
 

２） 申請資格等を満たしていることの確認について 

（ｱ） 年齢について 

    申請できるのは、平成２２年４月１日現在の年齢が、募集要項に記載の年齢要件を満たす者です。 
医学、歯学又は獣医学系の博士課程を修了、あるいは在学している者に係る年齢要件については、 
平成２０年度採用分から改定されている点があるので特に注意してください。なお、ここでいう医 
学、歯学又は獣医学系の博士課程は、４年制の博士課程を指します。医学、歯学又は獣医学系の研 
究科等であっても、「博士(医学)」「博士(歯学)」「博士(獣医学)」を授与しない３年制の専攻の場合は 
区分制として取り扱います。改定の経緯、経過措置の詳細については、募集要項別添「特別研究員 
申請資格等の改定について」(募集要項１１ページ)を参照してください。 

 

（ｲ）研究に従事する機関について 

 ＰＤ申請者は、研究に従事する機関として、大学院在学当時の所属研究室（出身研究室）以外の

研究室を選定する必要があります。ただし、大学院在学当時の所属研究室を例外的に認める場合が

あり、その場合は「大学院在学当時の所属研究室（出身研究室）選定理由書」の提出が必要となり

ます。 
 なお、平成２２年４月において、標準修業年限を超えて博士課程に在学を延長する予定のために

ＰＤに申請する者は、通常出身研究室がそのまま受入研究室となりますが、その場合には理由書の

提出は必要ありません。 
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（ｳ）博士の学位等について 

  ＰＤは次のいずれかでないと申請できません。 
・平成２２年４月１日現在、博士の学位取得後５年未満の者 

   ・平成２２年３月３１日までに、人文学・社会科学の分野で学位の取得が著しく困難な分野を専攻  
    する者で、国内の大学院博士課程に標準修業年限以上在学し、所定の単位を修得の上退学する者

（いわゆる満期退学者） 
   ・平成２２年３月３１日までに博士の学位を取得する見込みがなく、４月１日において博士課程に 
    標準修業年限を超えて在学することになる者。（ただし、採用はＤＣ２となるので、特別研究員採

用経験者は採用されないので注意すること。） 
    

注）ＰＤの学位に係る申請資格及び上記満期退学者でＰＤに採用となった者に係わる研究奨励金額

は、平成２１年度の募集より改定されている点があるのでご注意ください。 
改定の詳細については、募集要項別添「特別研究員申請資格等の改定について」(募集要項１１ペー 

ジ)を参照してください。 
 
（ｴ）外国人の申請について 

我が国に永住を許可された外国人はＰＤへ申請できます。（在留資格が「留学」、「日本人の配偶者」

等の場合は、申請できません。）申請にあたっては「外国人登録済証明書」等の添付が必要になりま

すが、本会への提出前に在留資格を確認してください。 
 
３）「⑪学歴」と「⑫博士の状況」の記載内容について 

「⑪学歴」欄に記載された学部及び修士の学歴と、「⑫博士の状況」欄の入学年月等の記載内容との

あいだに、矛盾している点がないかを確認してください。 
 

４）「⑮大学院在学当時の所属研究室（出身研究室）と受入研究室との関係」について 

（ｱ） ｢大学院在学当時の所属研究室｣とは、区分制でいう、大学院博士課程在学当時の所属研究室を指

します。区分制でいう、大学院修士課程と混同されないよう、ご注意願います。 
（ｲ） 「４.同一研究室」の場合、「大学院在学当時の所属研究室（出身研究室）選定理由書」が添付さ

れているか確認してください。ただし、標準修業年限超えのためにＰＤに申請している者は不要

です。 
 
５）「⑯出身大学院の研究指導者」について 

（ｱ） 出身大学院の研究指導者とは、区分制でいう、大学院博士課程在学当時の研究指導者を指します。

区分制でいう、大学院修士課程ではないので注意してください。 
（ｲ） 所属機関、部局、部局種別、職名が正確に入力されているかを確認してください。 
 
６）「⑰現在の受入研究者」について 

 所属機関、部局、部局種別、職名が正確に記入されているかを確認してください。 
 
７）「⑱採用後の受入研究者」について 

 （ｱ）所属機関、部局、部局種別、職名が正確に記入されているかを確認してください。 
（ｲ）ＰＤ申請者の場合には、「⑱採用後の受入研究者」の所属機関が申請書を提出する機関になります。 

 

８）「⑲評価書作成者１」、「⑳評価書作成者２」について 

 必ず２名からの評価書が提出されているかどうか、また「⑲評価書作成者１（採用後の受入研究

者）」及び「⑳評価書作成者２」欄に記載されている者によるものかを確認してください。 
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９）「○23審査結果通知先」について 
審査結果通知先は、日本国内に限ります。海外の住所となっている場合は、日本国内のものに訂正

するようご指導願います。 

 

【ＰＤ申請書情報及び添付書類のチェック箇所】 
申請書情報（Ｗｅｂ上で入力）部分の必須項目、桁数チェック等の基本的なチェックは電子申請システ 

ム上で行っています。上述の注意事項に留意した上で、申請書情報及び添付書類等のチェックは下記の項

目について行ってください。 

  

Ｇ 

Ｆ

Ｅ

Ｄ 

Ｃ 

Ａ

Ｋ

Ｊ 

Ｉ

Ｈ

Ｂ 

 
Ａ：Ｐ．１の右上隅 

  余白が生じている場合、フェルトペン等で塗りつぶしてください。 

Ｂ：版数 

  「１版」以上の版数となっているか、また「申請リスト」に記載される版数と一致しているかを確認 

してください。 

Ｃ：専門分野 

  誤って「分科細目コード」（４桁の数字）を入力していることが多々ありますので、正しく漢字等で記 

入されているか確認してください。 

Ｄ：申請者氏名 

  指定の登録方法で登録されているか確認してください。（旧姓等を併記する場合や外国人の場合に要注 

意。（「電子申請システムによる申請手続の概要（申請機関担当者用）」Ｐ．１３参照）） 

Ｅ：国籍 

  国籍が外国籍のため外国人登録済証明書の提出が必要な者の申請書には、この箇所に「外国人登録済

証明書（永住許可）を添付」という文言が印字されます。申請書に当該証明書が添付されているか、ま

た在留資格が「永住者」となっているかを確認してください。 

Ｆ：臨床研修の実績 

  臨床研修の期間を証明する書類の提出が必要な者（医学、歯学又は獣医学の分野で採用時に３５歳若

しくは３６歳となる者）の申請書には、この箇所に、例として「臨床研修の実績：医学（２年以上修了）」

というような文言が印字されます。申請書に当該証明書が添付されているか、証明書の内容が申請要件
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を満たしているかを確認してください。また、「12.博士の追記事項」に臨床研修の実績についての詳細

が記載されているかを確認してください。（「申請書作成要領」Ｐ．５参照） 

Ｇ：博士に係る学歴の特記事項 

  当該特記事項が「有」となっている場合、「⑫博士の状況」欄に記載される各項目に入力された内容の

間で申請資格に係わる整合性チェックが電子申請システム上で行われておりません。各項目に入力され

ている内容が相互に矛盾無く、申請資格を満たしていることを目視でチェックしてください。また、具

体的な内容が「12.博士の追記事項」に記載されているかを確認してください。更にＰＤ申請では、特記

事項が「有」の場合、「⑮大学院在学当時の所属研究室（出身研究室）と受入研究室との関係」欄に入

力された内容と、「⑯出身大学院の研究指導者」及び「⑱採用後の受入研究者」欄に入力されている内容

との間で、電子申請システムによる整合性チェックが行われなくなります。そのため、「⑯出身大学院の

研究指導者」と「⑱採用後の受入研究者」欄に入力されている内容から、正しい「大学院在学当時の所

属研究室と受入研究室との関係」が選択されているか、目視によるチェックが必要となります。 
Ｈ：出身研究室と受入研究室との関係 

  「大学院在学当時の所属研究室（出身研究室）選定理由書」の提出が必要な者（採用後の受入研究室

として大学院在学当時の所属研究室を選定した者）の申請書には、この場所に「出身研究室選定理由書

を添付」という文言が印字されます。申請書に当該書類が添付されているかを確認してください。 

Ｉ：「現在の研究指導者」等の研究者情報 

  貴機関に所属の研究者が記入されている場合、氏名や所属部局、職名等が正しく記入されているかを

確認してください。 

Ｊ：審査結果通知先 

  日本国内の住所となっているか確認してください。通知先を所属機関等にしている場合、確実に郵便

物が届くよう研究室名等詳細な住所が記載されているかを確認してください。 
Ｋ：評価書作成者 

  申請書に添付されている２名分の「評価書」が、「⑲評価書作成者１（採用後の受入研究者）」及び「⑳

評価書作成者２」欄に記載されている者によるものかを確認してください。 
 



資料 3-2

事    務    連    絡  
平成２１年 ３ 月 ２ 日 

 
 
 

関係各研究機関の研究者養成事業担当課長 殿 
 

独立行政法人日本学術振興会 
総務部 研究者養成課長  

大 城  功 
 
 

平成２２年度採用分特別研究員-ＲＰＤの募集について 
 
 
 本会の諸事業につきましては、平素から種々ご高配を賜わり厚く御礼申し上げます。 
 平成１８年度より募集を開始しております特別研究員-ＲＰＤは、平成２０年度の募集から電子

申請にて申請を受け付けています。電子申請手続に併せて必要書類が提出された場合のみ、有効

な申請となります。 
申請書電子情報の本会への送信と併せて、申請書類を提出される際には、「電子申請システム」

より出力される別添１「平成２２年度採用分特別研究員-ＲＰＤ申請件数一覧（兼受入承諾書）」

と、別添２「平成２２年度採用分特別研究員申請リスト」を必ず添付してください。 
また、関連事務量が多量であるため、記入の誤りと思われる事項が発見されても、限られた審

査日程の中で本会から個別に貴機関に照会することは困難になっておりますので、別添３「平成

２２年度採用分特別研究員-ＲＰＤ申請書提出にあたっての事務担当者用チェック要領」をご参照

の上、提出書類に不備、不足や誤りがないか、提出前にあらためて点検くださるようお願いしま

す。 
電子申請手続、ならびに申請書類に誤り等があるものは、「書類不備」として取り扱われ、選考

の対象となりませんので、十分ご注意ください。 
 
 

               本件問い合わせ先 
                総務部研究者養成課 特別研究員-ＲＰＤ募集担当 
                  電 話 ０３－３２６３－５０７０ 
                  ＦＡＸ ０３－３２２２－１９８６ 
                  〒102-8472 東京都千代田区一番町８番地 



別添１ 
 

機関コード ○○○○  
 

平成２２年度採用分特別研究員-RPD申請件数一覧（兼受入承諾書） 

 

                          平成  年  月  日

独立行政法人 

日本学術振興会理事長 殿 

 

                所 在 地 

名  称  ○○○○○○○ 

                機関長職・氏名             職印 
 
 

 平成２２年度採用分特別研究員申請に関し、下記の件数について、別添のとおり申

請書を提出します。 
また、申請者が特別研究員に採用された場合は、当機関で研究に従事することを承

諾します。 

記 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

申請資格 件 数 

RPD  

合計  

 

 

 

担当部局   

担当者名   

連絡先住所   

電話番号                     内線 

ＦＡＸ番号   

【この様式は見本です。】 

 「電子申請システム」より印刷してください。 

 



【この様式は見本です。】 

「電子申請システム」より印刷してください。 
別添２

平成２２年度採用分特別研究員申請リスト

ＲＰＤ　計　１０件

Ｎｏ
受付
番号

版 申請者氏名 受入研究者氏名 受入研究者所属・職 特記 添付書類

1 135 1 ○○　○○ ○○　○○ ○○○大・文学・准教授

2 308 1 ○○　○○ ○○　○○ ○○○大・文学・准教授

3 587 2 ○○　○○ ○○　○○ ○○○大・法学・准教授

4 111 1 ○○　○○ ○○　○○ ○○○大・理学・教授 有 外

5 207 1 ○○　○○ ○○　○○ ○○○大・理学・教授 外

6 565 2 ○○　○○ ○○　○○ ○○○大・理学・教授

7 1422 1 ○○　○○ ○○　○○ ○○○大・工学・教授

8 165 2 ○○　○○ ○○　○○ ○○○大・○○センター・教授

9 505 1 ○○　○○ ○○　○○ ○○○大・○○センター・教授

10 1201 1 ○○　○○ ○○　○○ ○○○大・○○センター・教授 有

「添付書類」欄の略語　外：外国人登録済証明書（永住許可）

【この様式は見本です。】 

「電子申請システム」より印刷してください。 



別添３ 

平成２２年度採用分特別研究員-ＲＰＤ申請書提出にあたっての事務担当者用チェック要領 

 
 申請書類をとりまとめて本会あて提出いただくにあたり、申請資格不備、書類不備にて選考の対象外と

せざるを得ない案件が発生しております。各機関におかれましては、いま一度、中身を精査していただく

ようお願いします。 
平成２２年度採用分特別研究員-ＲＰＤへの申請における申請書類の提出方法、また特に注意して点検い

ただきたい事柄を、以下に掲げますので、提出前に確認してください。 
 また、本事業は「電子申請システム」で申請受付を行います。申請者から提出される「申請書」は、「電

子申請システム」に入力した情報を印刷する「申請書情報」とワープロや手書き等で作成される「申請内

容ファイル」を併せたものです。 
申請者が「電子申請システム」内で一度「完了」の処理をした「申請書情報」の記載内容を訂正する場

合、事務担当者は「電子申請システム」内で当該申請者の「申請書情報」の「却下」の処理をします。そ

の後、申請者本人が「電子申請システム」上の情報を訂正し、再度「完了」の処理をした後に印刷される

「申請書情報」を提出させてください。 
 なお、いったん取りまとめて本会に提出いただいた後に、追加することは認められませんので、ご注意

ください。申請書提出後、論文の採録決定を証明する書類等を改めて送付する申請者が見うけられます。

本会では一切受理できませんので、募集の周知の際にその旨を申請者へ必ずご指導ください。 
 
１．申請書類の提出方法について 

 
（１）提出する申請書類は、「申請件数一覧（兼受入承諾書）」、「申請リスト」を上にして、各申請者より

提出された「申請書」、「評価書」及び「出産・育児による研究中断状況」を「申請リスト」の順に

重ねて提出してください。 
（２）「申請件数一覧（兼受入承諾書）」と「申請リスト」については、本会の「電子申請システム」より

印刷してください。 
（３）「申請リスト」は、部局順・受付番号順に申請者が掲載されます。（受付番号は、申請者が「申請書

情報」の入力を完了した際に自動的に付番されます。） 
（４） 各申請者から提出された申請書は、以下の順番に重ね、１件ずつクリップ留めしてください。 
    ①「申請書原本」：「申請書」並びに該当する申請者のみ添付する書類を１部ずつ重ねて左上を 

ホチキスでとめたもの………………………………………１セット 
※該当者のみ添付する書類 
・｢論文等の採録決定を証明する書類｣、「国際会議等の発表申し込みの受理を証明する書類」： 
申請書 P.10 の後に添付 

・「外国人登録済証明書」：申請書の最後尾に添付 
        ②「申請書写し」：「①申請書原本」のコピー………………６セット 
       ※「外国人登録済証明書」は除く。 

（上記証明書については「①申請書原本」にのみ添付してあればよい。） 
②「評価書」：原本１部及び写し６部が厳封されている角２封筒（２名分をそれぞれ厳封。） 

        ③「出産・育児による研究中断状況」：角２封筒に厳封 
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 (参考) 申請書の取りまとめイメージ 

 

 

出産・育児による 
研究中断状況封筒 

評価書封筒２

評価書封筒１

写 6 
 写 5 

 
写 4 

 
写 3 

 
写 2 

 
写 1 

 
 
申請書原本 
 

申請書の各セットは、｢申請リ

スト｣の順に並べてください。

 

申請者１件ごとにクリップ留めしてください。 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請件数一

覧 (兼受入

承諾書) 

申請ﾘｽﾄ 
ＲＰＤ 

 

 

 

 

 

 

① 申請件数一覧 

(兼受入承諾書) 

② 申請リスト 

 

この順に重ねてください。 

③ 申請書セット  

 

 

 

 

 

２．申請書のチェック項目について 

 

（１）全般的な項目 

１）｢申請リスト｣に印刷された申請者の申請書が全て貴機関に提出されているかを確認してください。 
また、「電子申請システム」より印刷した「申請件数一覧（兼受入承諾書）」の申請件数と「申請リ

スト」の件数が一致しているかを確認してください。 
 
２）機関で申請書を取りまとめる際に印刷する「申請リスト」（別添２）に印字された版数と申請者から

提出された「申請書情報」の左上に印字された版数が同じであるかを確認してください。 
  ※ 申請者が「電子申請システム」内で「完了」処理を実行していない状態で印刷した申請書情報に

は、「提出確認用」と表示されます。「提出確認用」と表示された申請書情報が提出された場合に

は、申請者に申請書情報確認画面で「完了」処理を実行するように指示し、「提出確認用」と表示

されていない申請書情報を提出させてください。 
※ 申請書情報の版数は、申請者が「電子申請システム」内で一度「完了」ボタンを押して確定させ

た「申請書情報」を内容不備等のため申請機関から一旦「却下」した後、申請者が再度「完了」ボ

タンを押すと更新されます。版数が異なる場合には、「電子申請システム」上にある「申請者情報」

と申請書に記載された「申請書情報」が異なっていますので、注意してください。 
 

 2



３）「申請リスト」に記載された添付書類が、該当する申請者の申請書に漏れなく添付されているかを確

認してください。 
・申請者が「電子申請システム」で「申請書情報」を入力する際に、申請にあたって該当する添付書

類を申告しています。申告された内容が「申請リスト」（別添２）に表示されていますので、添付し忘

れがないかを確認してください。 
 「申請リスト」に表示される添付書類の略号は以下のとおりです。 

外 ＝ 外国人登録済証明書  
 
４）「申請リスト」の「特記」欄が「有」となっている場合に、申請書の「⑫履歴」欄にそれに対応する

具体的な学歴の記載があるかどうかを確認してください。 
・申請書「⑪博士の状況」において、学歴に特記事項（編入学等）がある場合、申請者が電子情報

を入力する際に、「博士に係る学歴の特記事項の有無」欄に「有」として入力しています。該当者は

「申請リスト」の「特記」欄に「有」が印字されますので、各申請者の申請資格に沿った学歴の情

報が「⑫履歴」欄に記載されているか、またその学歴情報が申請資格と合致しているかを確認して

ください。 
 
５）その他、「平成２２年度採用分特別研究員-ＲＰＤ申請書作成要領」に即して記入されているか、確

認願います。 

 

（２）申請書の項目 

 

１） 必要な書類が揃っているか、不必要な書類がないかについて 

（ｱ）ＲＰＤ申請の場合「申請書」は両面で１０ページあります。（｢申請書情報｣１～２ページと｢申請内

容ファイル｣３～１０ページ）原本、写しともにページの抜け落ち、両面印刷のミスがないか、必ず

ご確認ください。たとえページが抜け落ちていても、そのままで審査を受けますので、適正な審査

結果が得られなくなります。 
   なお、ＲＰＤ申請については「申請書情報」の「⑫履歴」欄が不足する場合、用紙を追加できる

ことになっています。その場合は「申請書」の２頁と３頁の間に入れることになっています。詳細

は、「平成２２年度採用分特別研究員-ＲＰＤ申請書作成要領」の４ページを参照してください。 
 
（ｲ）申請者が作成する提出書類は｢申請書｣、「評価書（２名分）」、「出産・育児による研究中断状況」の

３種類です。その外に、該当する申請者のみ添付する「論文等の採録決定を証明する書類」、「国際

会議等の発表申し込みの受理を証明する書類」、「※外国人登録済証明書」を申請書に添付します（※

印は原本のみに添付）。研究業績として、印刷済論文等の採録決定を証明する書類、論文の別刷等を

添付する申請者が見られますが、そのような場合は、各事務担当者において必ず取り外してくださ

い。 
   

２） 申請資格等を満たしていることの確認について 

（ｱ）博士の学位等について 

  以下のいずれかでないと申請できません。 
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   ・博士の学位を取得している者 
   ・平成２２年４月１日までに博士の学位を取得する見込みの者 

・平成２２年３月３１日までに、人文学・社会科学の分野で学位の取得が著しく困難な分野を専攻

する者で、国内の大学院博士課程に標準修業年限以上在学し、所定の単位を修得の上退学する者 
  （上記満期退学者でＲＰＤに採用になった場合の研究奨励金額は、平成２１年度の募集より改定さ

れている点があるのでご注意ください。） 
（ｲ）出産又は子の養育にかかる要件について 

   平成２１年４月１日から遡って過去５年以内に、出産又は子の養育のため、概ね３ヶ月以上やむを得ず

研究を中断した者のみ申請できます。 

（ｳ）外国人の申請について 

我が国に永住を許可された外国人は申請できます。（在留資格が「留学」、「日本人の配偶者」等の

場合は、申請できません。）申請にあたっては「外国人登録済証明書」等の添付が必要になりますが、

本会への提出前に在留資格を確認してください。 
 
※上記の要件を満たしていれば、年齢・性別に関わらず申請可能です。 

 
３）「⑪博士の状況」と「⑫履歴」の記載内容について 

「⑪博士の状況」に記載された、博士課程入学年月や学位等の修得状況が、「⑫履歴」欄の記載と一

致しているかを確認してください。 
 

４）「⑲出身大学院の研究指導者」について 

（ｱ） 出身大学院の研究指導者とは、区分制でいう、大学院博士課程在学当時の研究指導者を指します。

区分制でいう、大学院修士課程ではないので注意してください。 
（ｲ） 所属機関、部局、部局種別、職名が正確に入力されているかを確認してください。 
 
５）「⑳研究中断前の受入研究者」、「◯21現在の受入研究者」について 

 所属機関、部局、部局種別、職名が正確に記入されているかを確認してください。 
 
６）「◯22採用後の受入研究者」について 

 （ｱ）所属機関、部局、部局種別、職名が正確に記入されているかを確認してください。 
（ｲ）「◯22採用後の受入研究者」の所属機関が申請書を提出する機関になります。 

 

７）「◯23評価書作成者１」、「◯24評価書作成者２」について 

 必ず２名からの評価書が提出されているかどうかを、うち１名については「⑳研究中断前の受入

研究者」、「◯21現在の受入研究者」又は「◯22採用後の受入研究者」となっているかどうかを確認して

ください。 
 

８）「◯27審査結果通知先」について 
審査結果通知先は日本国内に限ります。海外の住所となっている場合は、日本国内のものに訂正

するようご指導願います。 
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【ＲＰＤ申請書情報及び添付書類のチェック箇所】 
申請書情報（Ｗｅｂ上で入力）部分の必須項目、桁数チェック等の基本的なチェックは電子申請システ 

ム上で行っています。上述の注意事項に留意した上で、申請書情報及び添付書類等のチェックは下記の項

目について行ってください。 

  

Ｄ 

Ｆ 

Ｇ 

Ｂ 

Ｅ

Ｃ 

Ｊ

Ａ

Ｉ

Ｈ

 
Ａ：Ｐ．１の右上隅 

  余白が生じている場合、フェルトペン等で塗りつぶしてください。 

Ｂ：版数 

  「１版」以上の版数となっているか、また「申請リスト」に記載される版数と一致しているかを確認 

してください。 

Ｃ：専門分野 

  誤って「分科細目コード」（４桁の数字）を入力していることが多々ありますので、正しく漢字等で記 

入されているか確認してください。 

Ｄ：申請者氏名 

  指定の登録方法で登録されているか確認してください。（旧姓等を併記する場合や外国人の場合に要注 

意。（「電子申請システムによる申請手続の概要（申請機関担当者用）」Ｐ．１３参照）） 

Ｅ：国籍 

  国籍が外国籍のため外国人登録済証明書の提出が必要な者の申請書には、この箇所に「外国人登録済

証明書（永住許可）を添付」という文言が印字されます。申請書に当該証明書が添付されているか、ま

た在留資格が「永住者」となっているかを確認してください。 

Ｆ：博士に係る学歴の特記事項 

  当該特記事項が「有」となっている場合、「⑪博士の状況」欄に記載される各項目に入力された内容の

間で申請資格に係わる整合性チェックが電子申請システム上で行われておりません。各項目に入力され

ている内容が相互に矛盾無く、申請資格を満たしていることを目視でチェックしてください。また、具

体的な内容が「⑫履歴」欄に記載されているかを確認してください。 

Ｇ：履歴別紙 

  履歴欄が不足する場合、用紙を追加することができますが、その場合は、「⑫履歴」欄の最下行に「履
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歴詳細別紙」と記入するように指定してあります。当該文言が記載されている申請書に、指定のサイズ、

枚数による履歴別紙が添付されているかを確認してください。（詳細は「平成２２年度採用分特別研究員

-ＲＰＤ申請書作成要領」の４ページをご確認ください。） 
Ｈ：「現在の研究指導者」等の研究者情報 

  貴機関に所属の研究者が記入されている場合、氏名や所属部局、職名等が正しく記入されているかを

確認してください。 

Ｉ：審査結果通知先 

  日本国内の住所となっているか確認してください。通知先を所属機関等にしている場合、確実に郵便

物が届くよう研究室名等詳細な住所が記載されているかを確認してください。 
Ｊ：評価書作成者 

  申請書に添付されている２名分の「評価書」が、「○23評価書作成者１」及び「○24評価書作成者２」欄に

記載されている者によるものかを確認してください。 
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